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３．１ 騒 音 

計画地及びその周辺地域における騒音の状況を調査し、工事中は、建設機械の稼動及

び工事用車両の走行に伴う騒音の影響について、供用時は、施設関連車両の走行及び冷

暖房施設等の稼働に伴う騒音の影響について、予測及び評価した。

（１）現況調査

ア 調査項目

計画地及びその周辺地域における騒音の状況等を把握し、予測及び評価するための資

料を得ることを目的として、以下に示す項目について調査した。

（ア）騒音の状況（環境騒音及び道路交通騒音）

（イ）地形及び工作物の状況

（ウ）土地利用の状況

（エ）発生源の状況

（オ）自動車交通量等の状況

（カ）関係法令等による基準等

イ 調査地域・調査地点

（ア）騒音の状況

調査地点は、図 5.3.1－1 に示すとおりである。

環境騒音の測定は、計画地南側の 1 地点（No.A）とし、計画地周辺の道路交通騒音

の測定は、工事中の工事用車両及び供用時の施設関連車両の主な走行ルートとなる 9

地点（No.1～9）とした。 

なお、調査状況は、資料編（資－207 ページ）に示すとおりである。 

（イ）地形及び工作物の状況

計画地及びその周辺地域とした。

（ウ）土地利用の状況

計画地及びその周辺地域とした。

（エ）発生源の状況

計画地及びその周辺地域とした。

（オ）自動車交通量等の状況

既存資料調査 

自動車交通量の調査地点は、計画地周辺の道路交通センサス交通量調査地点とし、

第 3 章 1（7）ア「道路」（197 ページ）に示すとおりである。 

現地調査 

調査地点は、図 5.3.1－1 に示すとおり、道路交通騒音の調査地点と同じ断面 9 地

点とした。 
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図 5.3.1－1 騒音・振動及び自動車交通量等調査地点並びに工事用車両・施設関連車両・振

動予測地点位置図 
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ウ 調査期間・調査時期 

（ア）騒音の状況 

騒音の状況の現地調査期間・調査時期は、以下に示す平日及び休日各 1 日の 24 時

間連続とした。 

平日：平成 30 年 11 月 14 日（水）6 時～11 月 15 日（木）6 時（24 時間） 

休日：平成 30 年 11 月 11 日（日）6 時～11 月 12 日（月）6 時（24 時間） 

（イ）自動車交通量等の状況 

自動車交通量等の状況の現地調査期間・調査時期は、道路交通騒音調査と同時期と

し、以下に示す平日及び休日各 1 日の 24 時間連続とした。 

平日：平成 30 年 11 月 14 日（水）6 時～11 月 15 日（木）6 時（24 時間） 

休日：平成 30 年 11 月 11 日（日）6 時～11 月 12 日（月）6 時（24 時間） 

 

エ 調査方法 

（ア）騒音の状況 

騒音の状況の調査は、現地調査により行った。 

使用測定機器及び測定範囲は、表 5.3.1－1 に示すとおりである。 

測定は、「騒音に係る環境基準について」（平成 10 年、環境庁告示第 64 号）及び JIS 

Z 8731:1999「環境騒音の表示・測定方法」に定める測定方法に基づき行った。 

 

表 5.3.1－1 使用測定機器及び測定範囲 

測定項目 機器名 メーカー 型式 測定範囲 

騒音レベル 積分形普通騒音計 リオン㈱ NL－22 
A 特性：28～130dB 

(20～8,000Hz) 

 

（イ）地形及び工作物の状況 

以下に示す既存資料を収集、整理することにより、計画地及びその周辺地域におけ

る地形及び工作物の状況を把握した。 

・「地形図」等 

（ウ）土地利用の状況 

以下に示す既存資料を収集、整理することにより、計画地及びその周辺地域におけ

る土地利用の状況を把握した。 

・「川崎都市計画図（宮前区）」等 

（エ）発生源の状況 

以下に示す既存資料を収集、整理することにより、計画地及びその周辺地域におけ

る発生源の状況を把握した。 

・「地形図」等 
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（オ）自動車交通量等の状況 

既存資料調査 

以下に示す既存資料を収集、整理することにより、計画地及びその周辺地域にお

ける自動車交通量等の状況を把握した。 

・「平成 27 年度 全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 集計表」等 

現地調査 

自動車交通量は、方向別、時間別及び車種別にハンドカウンターで計測した。走

行速度は、測定断面前後 50ｍ程度を通過する所要時間を、ストップウォッチにより

計測した。また、道路構造は、現地踏査により確認した。 

（カ）関係法令等による基準等 

以下に示す関係法令等の内容を整理することにより、関係法令等による基準等を把

握した。 

・「環境基本法」 

・「騒音規制法」 

・「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」 

・「地域環境管理計画」に定められる地域別環境保全水準 

 

オ 調査結果 

（ア）騒音の状況 

等価騒音レベルの調査結果と環境基準の対比は、表 5.3.1－2 に示すとおりである。

なお、等価騒音レベルの時間変動については、資料編（資－209 ページ）に示すとお

りである。 

道路交通騒音を対象とした No.1～9 地点のうち、No.1、2、3、6 及び 9 地点は、平

日休日ともに環境基準値を上回っており、No.7 地点は平日夜間で環境基準値を上回っ

ている。 

環境騒音を対象とした No.A 地点は、平日夜間で環境基準値を上回っている。 

なお、音の大きさと影響の目安は、表 5.3.1－3 に示すとおりである。 
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表 5.3.1－2 等価騒音レベル調査結果 
単位：dB 

No. 対象 
用途 
地域 

道路 
類

型 
平･休 

等価騒音 
レベル 
（LAeq） 

環境基準 

昼間 夜間 昼間 夜間 

1 道路交通 
第一種低層

住居専用 
市道 2 車線 A 

平日 64 60 
60 55 

休日 64 58 

2 道路交通 
第一種低層

住居専用 
市道 2 車線 A 

平日 62 57 
60 55 

休日 62 56 

3 道路交通 
第一種中高

層住居専用 
市道 2 車線 A 

平日 65 61 
60 55 

休日 64 60 

4 道路交通 商業 市道 2 車線 C 
平日 65 60 

65 60 
休日 65 59 

5 道路交通 商業 市道 2 車線 C 
平日 63 59 

65 60 
休日 62 58 

6 道路交通 
第一種低層

住居専用 
市道 2 車線 A 

平日 66 62 
60 55 

休日 65 61 

7 道路交通 第二種住居 市道 2 車線 B 
平日 65 61 

65 60 
休日 65 60 

8 道路交通 第二種住居 市道 2 車線 B 
平日 59 55 

65 60 
休日 58 54 

9 道路交通 
第二種中高

層住居専用 
市道 2 車線 A 

平日 64 60 
60 55 

休日 63 58 

A 環境 商業 － C 
平日 56 52 

60 50 
休日 55 50 

注 1：昼間：6～22 時、夜間：22～6 時 

注 2：地域の類型及び環境基準の詳細については、表 5.3.1－4(1)～(3)参照。 

注 3：    は、環境基準を非達成の値。 

 

表 5.3.1－3 音の大きさと影響の目安 

 
出典：全国環境研協議会 騒音調査小委員会 「騒音の目安（都心・近郊用）」  
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（イ）地形及び工作物の状況 

計画地及びその周辺地域の地形の状況は、第 3 章 1 (2)「地象の状況」（185 ページ）

に示すとおりである。また、工作物の状況は、第 3 章 2 (2) コ「構造物の影響」（222

ページ）に示すとおりである。 

（ウ）土地利用の状況 

計画地及びその周辺地域の土地利用の状況は、第 3 章 1 (6) イ「土地利用現況」（192

ページ）に示すとおりである。 

（エ）発生源の状況 

発生源の状況は、第 3 章 1 (10) エ「騒音及び振動」（212 ページ）に示すとおりで

ある。 

（オ）自動車交通量等の状況 

既存資料調査 

自動車交通量は、第 3 章 1 (7) ア「道路」（197 ページ）に示すとおりである。 

現地調査 

調査地点における自動車交通量の調査結果、走行速度及び道路断面等の調査結果

は、第 5 章 2.1 (1) オ (カ) b「現地調査」表 5.2.1－16・17（275 ページ）及び図

5.2.1－5(1)・(2)（276 ページ）に示すとおりである。 

（カ）関係法令等による基準等 

環境基本法 

「環境基本法」に基づく騒音に係る環境基準は、表 5.3.1－4(1)～(3)に示すとおり

である。 

 

表 5.3.1－4(1) 騒音に係る環境基準（一般地域） 

地域の 
類型 

該当地域 
昼間 

（6～22 時） 
夜間 

（22～6 時） 

Ａ 

第一種低層住居専用地域 
第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域 

田園住居地域 

55 デシベル 
以下 

45 デシベル 
以下 

Ｂ 

第一種住居地域 
第二種住居地域 

準住居地域 
その他の地域 

55 デシベル 
以下 

45 デシベル 
以下 

Ｃ 

近隣商業地域 
商業地域 

準工業地域 
工業地域 

60 デシベル 
以下 

50 デシベル 
以下 

注 1：地域の類型は、「環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定につ

いて（川崎市告示第 135 号、平成 24 年 3 月 13 日）」による。 

注 2：太枠は本事業の該当する地域の類型及び環境基準。 
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表 5.3.1－4(2) 騒音に係る環境基準（道路に面する地域） 

時間の区分 
地域の類型 

基準値（等価騒音レベル LAeq,T） 

昼間（6 時～22 時） 夜間（22 時～6 時） 

A 地域のうち 2 車線以上の車線を有する

道路に面する地域 
60dB 以下 55dB 以下 

B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する

道路に面する地域及び C 地域のうち車線

を有する道路に面する地域 
65dB 以下 60dB 以下 

注 1：車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車

道部分をいう。 

注 2：幹線交通を担う道路に近接する空間を除く。 

注 3：太枠は本事業の該当する地域の類型及び環境基準。 

 

表 5.3.1－4(3) 騒音に係る環境基準（幹線交通を担う道路に近接する空間（特例）） 

基準値（等価騒音レベル LAeq,T） 

昼間（6 時～22 時） 夜間（22 時～6 時） 

70dB 以下 65dB 以下 

注 1：「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（4 車線以

上の区間に限る）を表し、「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下の車線数の区分に

応じる道路端からの距離によりその範囲を特定する。 

①2 車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 ：15m 

②2 車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路：20m 

注 2：太枠は本事業の該当する地域の類型及び環境基準。 

 

騒音規制法 

「騒音規制法」に基づく特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準

は、表 5.3.1－5(1)に、川崎市長が指定する区域の区分は、表 5.3.1－5(2)に示すとお

りである。 

ただし、本事業における夜間工事については、表 5.3.1－5(1) 特定建設作業に伴

って発生する騒音の規制に関する基準の注 4 に示す「道路法により占用許可条件に

夜間作業が指定された場合」及び「道路交通法により使用許可条件に夜間作業が指

定された場合」の両方に該当する適用除外作業である。 
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表 5.3.1－5(1) 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 

特定建設作業 

１ くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜

機を除く。）を使用する作業（くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。） 
２ びょう打機を使用する作業 
３ さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1 日にお

ける当該作業に係る 2 地点間の最大距離が 50 メートルを超えない作業に限る） 
４ 空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が

15 キロワット以上のものに限る。）を使用する作業（さく岩機の動力として使用する

作業を除く。） 
５ コンクリートプラント（混練機の混練容量が 0.45 立方メートル以上のものに限

る。）又はアスファルトプラント（混練機の混練重量が 200 キログラム以上のものに

限る。）を設けて行う作業（モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設け

て行う作業を除く。） 
６ バックホー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が

指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 キロワット以上のものに限る。）を使用

する作業 
７ トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環

境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 70 キロワット以上のものに限

る。）を使用する作業 
８ ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣

が指定するものを除き、原動機の定格出力が 40 キロワット以上のものに限る。）を使

用する作業 

基準値 85dB 以下 

作業 
時間 

第 1 号区域 19 時～7 時の時間内でないこと 

第 2 号区域 22 時～6 時の時間内でないこと 

1 日 
あたりの 
作業時間 

第 1 号区域 10 時間/日を超えないこと 

第 2 号区域 14 時間/日を超えないこと 

作業日数 連続 6 日を超えないこと 

作業日 日曜日その他の休日でないこと 

注 1：第 1 号区域…「騒音規制法」第 3 条第 1 項の規定により指定された区域のうち、イ．良好な住居の環境を保全する

ため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。ロ．住居の用に供されているため、静穏の保持

を必要とする区域であること。ハ．住居の用に併せて商業、工業の用に供されている区域であって、

相当数の住居が集合しているため、騒音の発生を防止する必要がある区域であること。ニ．学校教育

法に規定する学校、児童福祉法に規定する保育所、医療法に規定する病院及び診療所のうち患者の収

容施設を有するもの、図書館法に規定する図書館並びに老人福祉法に規定する特別養護老人ホームの

敷地の周囲 80 メートルの区域内であること。 

第 2 号区域…「騒音規制法」第 3 条第 1 項の規定により指定された区域のうち、上記第 1 号に掲げる区域以外の区域。 

注 2：建設作業騒音が基準値を超え、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められる時は、1 日における作業時間を、

第 1 号区域においては 10 時間未満 4 時間以上、第 2 号区域においては 14 時間未満 4 時間以上の間において短縮

させることができる。（昭和 43 年、建設省・厚生省告示第 1 号） 

注 3：表内 6、7、8 の環境大臣が指定するものとは、「一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして、環境

大臣が指定するバックホー、トラクターショベル及びブルドーザー」（平成 9 年、環境庁告示第 54 号）をいう。 

注 4：夜間工事については、以下のとおり適用除外作業が定められている。 

道路法により占用許可条件に夜間作業が指定された場合及び道路交通法により使用許可条件に夜間作業が指定され

た場合は、この限りでない。 

注 5：太枠は本事業の該当する区域の区分。  
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表 5.3.1－5(2) 川崎市長が指定する区域の区分 

区域の区分 該当地域 

第 1 号区域 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、 
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、 
準工業地域、用途地域が定められていない地域 
工業地域のうち学校病院等の施設の敷地の境界線から 80ｍ以内の区域 

第 2 号区域 工業地域のうち、前号の区域以外の区域 

注 1：各指定地域は「都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号」に掲げるところによる。 

注 2：太枠は本事業の該当する区域の区分。 

出典：「川崎市告示第 92 号」昭和 61 年 3 月 25 日 

 

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例 

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」に基づく事業所において発生

する騒音の許容限度は、表 5.3.1－6 に示すとおりである。 
 

表 5.3.1－6 事業所において発生する騒音の許容限度 
単位：デシベル 

時 間 
地 区 

午前 8 時から 
午後 6 時まで 

午前 6 時から午前 8 時まで及び

午後 6 時から午後 11 時まで 
午後 11 時から 
午前 6 時まで 

第一種低層住居専用地 

第二種低層住居専用地域 

第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

田園住居地域 

50 45 40 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

準住居地域 

55 50 45 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

65 60 50 

工業地域 70 65 55 

工業専用地域 75 75 65 

その他の地域 55 50 45 

注：太枠は本事業の該当する許容限度。 

出典：「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則 別表第 13」 

 

「地域環境管理計画」に定められる騒音の地域別環境保全水準 

「地域環境管理計画」に定められる騒音の地域別環境保全水準及び具体的数値

等は、表 5.3.1－7 に示すとおりである。 
 

表 5.3.1－7 地域別環境保全水準及び具体的数値等 

対象騒音 地域別環境保全水準 具体的数値等 

工場等に係る騒音 
生活環境の保全に支障のな

いこと。 
敷地境界線上において表 5.3.1－6 のとおり

とする 

道路に係る騒音 環境基準を超えないこと。 
道路に面する地域において表 5.3.1－4(2)・
(3)のとおりとする 

建設工事に係る騒音 
生活環境の保全に支障のな

いこと。 
敷地境界線上において表 5.3.1－5(1)・(2)の
とおりとする 
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（２）環境保全目標 

環境保全目標は、「地域環境管理計画」の地域別環境保全水準を参考に、表 5.3.1－8 に

示すとおり設定した。 

 

表 5.3.1－8 環境保全目標 

項 目 環境保全目標 具体的数値等 

工
事
中 

建設機械の稼働 
に伴う騒音 

生活環境の保全に支障のないこと。 

（表 5.3.1－5(1)・(2)参照） 
85dB 以下 
注：夜間工事については、同表注 4 に示

す適用除外作業となるが、同様の基準で

目標値として設定した。 

工事用車両の走行 
に伴う騒音 

環境基準を超えないこと又は現状を

悪化させないこと。 

（表 5.3.1－4(2)・(3)参照） 
No.1 ：昼間：60dB 以下 
   夜間：55dB 以下 
No.4,7,8 ：昼間：65dB 以下 
   夜間：60dB 以下 

供
用
時 

施設関連車両の走行 
に伴う騒音 

環境基準を超えないこと又は現状を

悪化させないこと。 

（表 5.3.1－4(2)・(3)参照） 
No.1,2,3,6,9 ：昼間：60dB 以下 
      夜間：55dB 以下 
No.4,5,7,8   ：昼間：65dB 以下 
      夜間：60dB 以下 

冷暖房施設等の 
設置に伴う騒音 

生活環境の保全に支障のないこと。 
（表 5.3.1－4(1)参照） 
昼間 ：60dB 以下 
夜間 ：50dB 以下 
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（３）予測、環境保全のための措置及び評価 

ア 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音 

（ア）予 測 

予測項目 

予測項目は、建設機械の稼働に伴う建設作業騒音とした。 

予測方法等 

（a）予測地域・予測地点 

予測地域は、計画地周辺とし、計画地境界から 100m 程度の範囲とした。 

（b）予測時期 

施工計画（第 1 章 2 (14)「施工計画」（77 ページ））より、駅前街区と北街区

で段階的に工事を行うこと、また、夜間工事が行われることから、表 5.3.1－9

に示すとおり予測時期を設定した。予測時期の設定根拠は、資料編（資－229 ペ

ージ）に示すとおりである。 

駅前街区及び北街区の解体工事、建設工事及び夜間工事における建設機械の

稼働に伴う騒音レベルが最大となる工事開始後 1～5 ヶ月目（駅前街区夜間工

事）、7～11 ヶ月目（駅前街区解体工事）、15～17 ヶ月目（駅前街区建設工事）、

60～61 ヶ月目（北街区解体工事）、94～95 ヶ月目（北街区建設工事）及び 98

ヶ月目（北街区夜間工事）とした。 

 

表 5.3.1－9 予測時期 

予測時期 工事箇所 備 考 

工事開始後 1～5 ヶ月目 駅前街区 夜間工事（駅前街区道路整備等工事）が実施される時期 

工事開始後 7～11 ヶ月目 駅前街区 解体工事が実施される時期 

工事開始後 15～17 ヶ月目 駅前街区 建設工事が実施される時期 

工事開始後 60～61 ヶ月目 北街区 解体工事が実施される時期 

工事開始後 94～95 ヶ月目 北街区 建設工事が実施される時期 

工事開始後 98 ヶ月目 北街区 夜間工事（計画地北側道路整備等工事）が実施される時期 

 

（c）予測条件・予測方法 

予測条件 

ⅰ 建設機械の稼働台数・配置 

工事期間中で建設機械の稼働による騒音レベルが最大となる日の建設機械

稼働台数は表 5.3.1－10(1)～(3)及び表 5.3.1－11(1)～(3)に、建設機械配置は図

5.3.1－2(1)～(3)及び図 5.3.1－3(1)～(3)に示すとおりである。  
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表 5.3.1－10(1) 建設機械台数（1～5 ヶ月目・駅前街区夜間工事） 

工区 建設機械 規 格 稼働台数（台/日） 

駅前街区 

バックホー（建設用） 1.4m3 2 

ブルドーザー 30t 1 

タイヤローラー 13t 1 

発電機 37kVA 1 

 

表 5.3.1－10(2) 建設機械台数（7～11 ヶ月目・駅前街区解体工事） 

工区 建設機械 規 格 稼働台数（台/日） 

駅前街区 

バックホー（解体用） 0.8～1.9m3 8 

オーガー削孔機 ラフタークレーン 25t 6 

ベントナイトミキサー 750ℓ（350ℓ×2) 6 

バックホー（建設用） 1.4m3 6 

発電機 37kVA 6 

 

表 5.3.1－10(3) 建設機械台数（15～17 ヶ月目・駅前街区建設工事） 

工区 建設機械 規 格 稼働台数（台/日） 

駅前街区 

オーガー削孔機 ラフタークレーン 25t 7 

ベントナイトミキサー 750ℓ（350ℓ×2） 7 

バックホー（建設用） 1.4m3 9 

クラムシェル 1.3m3 5 

発電機 37kVA 4 

 

表 5.3.1－11(1) 建設機械台数（60～61 ヶ月目・北街区解体工事） 

工区 建設機械 規 格 稼働台数（台/日） 

北街区 バックホー（解体用） 0.8～1.9m3 8 

 

表 5.3.1－11(2) 建設機械台数（94～95 ヶ月目・北街区建設工事） 

工区 建設機械 規 格 稼働台数（台/日） 

北街区 

バックホー（建設用） 1.4m3 5 

ブルドーザー 30t 2 

アスファルトフィニッシャー 2.0～4.5m 1 

モーターグレーダー 3.4m 1 

タイヤローラー 13t 1 

 

表 5.3.1－11(3) 建設機械台数（98 ヶ月目・北街区夜間工事） 

工区 建設機械 規 格 稼働台数（台/日） 

北街区 

バックホー（建設用） 1.4m3 1 

ブルドーザー 30t 1 

タイヤローラー 13t 1 

発電機 37kVA 1 
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図 5.3.1－2(1) 建設機械の位置（1～2 ヶ月目・駅前街区夜間工事） 
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図 5.3.1－2(2) 建設機械の位置（10 ヶ月目・駅前街区解体工事） 
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図 5.3.1－2(3) 建設機械の位置（20 ヶ月目・駅前街区建設工事） 
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図 5.3.1－3(1) 建設機械の位置（65～67 ヶ月目・北街区解体工事） 
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図 5.3.1－3(2) 建設機械の位置（92～95 ヶ月目・北街区建設工事） 
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図 5.3.1－3(3) 建設機械の位置（98 ヶ月目・北街区夜間工事） 
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ⅱ 建設機械の騒音パワーレベル 

各建設機械から発生する騒音パワーレベルは、表 5.3.1－12 に示すとおりで

ある。 

なお、音源の高さは、地上 1.5m とした。 

 

表 5.3.1－12 建設機械の騒音パワーレベル 

建設機械 規 格 騒音パワーレベル(dB) 出典 

バックホー（解体用） 0.8～1.9m3 95 1 

オーガー削孔機 ラフタークレーン 25t 107 2 

ベントナイトミキサー 750ℓ（350ℓ×2） 111 2 

バックホー（建設用） 1.4m3 109 2 

クラムシェル 1.3m3 111 2 

ブルドーザー 30t 115 2 

アスファルトフィニッシャー 2.0～4.5m 104 1 

モーターグレーダー 3.4m 105 1 

タイヤローラー 13t 102 2 

発電機 37kVA 92 1 

出典 1：「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック 第 3 版」（平成 13 年 2 月、一般社団法人 日本建設機械施工協会） 

出典 2：「建設工事騒音の予測モデル “ASJ CN-Model 2007”」（平成 20 年、日本音響学会誌 64 巻 4 号） 

 

ⅲ 予測高さ 

予測高さは、地上 1.2m とした。 

ⅳ 仮囲い 

仮囲いの位置及び高さは、図 5.3.1－2(1)～(3)及び図 5.3.1－3(1)～(3)に示す

とおりであり、昼間工事については、仮囲いによる遮音効果を見込んでいる。 

ⅴ その他 

既存建物等による遮音効果は見込まないこととした。 

 

予測方法 

ⅰ 予測手順 

予測手順は、図 5.3.1－4 に示すとおりである。 

ⅱ 予測式 

予測式は、日本音響学会が提案している ASJ CN-Model 2007 を用いた。ASJ 

CN-Model 2007 の概要は、資料編（資－231 ページ）に示すとおりである。 
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図 5.3.1－4 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音の予測手順 

 

予測結果 

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音の予測結果は、表 5.3.1－13 及び図 5.3.1－

5(1)～(6)に示すとおりである。 

計画地境界付近における最大値は、工事開始後 98 ヶ月目（北街区夜間工事）の計

画地北側境界付近において 79dB となり、環境保全目標（85dB 以下）を満足すると

予測する。 

 

表 5.3.1－13 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音の予測結果 
単位：dB 

予測時期 工種 計画地境界付近における最大値 環境保全目標 

1～5 ヶ月目 駅前街区夜間工事 75 

85 以下 

7～11 ヶ月目 駅前街区解体工事 69 

15～17 ヶ月目 駅前街区建設工事 72 

60～61 ヶ月目 北街区解体工事 56 

94～95 ヶ月目 北街区建設工事 73 

98 ヶ月目 北街区夜間工事 79* 

*：最大値を示す。  

施工計画 

予測時期の設定 

建設機械の稼働条件設定 

・種類、規格 

・台数、配置、仮囲い等 

建設機械の 

パワーレベル 予測範囲の設定 

予測計算 

各音源別の騒音レベルの合成 

建設機械の稼働に伴う騒音レベル 
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図 5.3.1－5(1) 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果(1～2 ヶ月目・駅前街区夜間工事) 
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図 5.3.1－5(2) 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果(10 ヶ月目・駅前街区解体工事) 
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図 5.3.1－5(3) 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果(20 ヶ月目・駅前街区建設工事) 
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図 5.3.1－5(4) 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果(65～67 ヶ月目・北街区解体工事) 
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図 5.3.1－5(5) 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果(92～95 ヶ月目・北街区建設工事) 
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図 5.3.1－5(6) 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果(98 ヶ月目・北街区夜間工事) 

 

  



 399 

（イ）環境保全のための措置 

本事業の工事においては、建設機械の稼働に伴う騒音への影響の低減を図るために、

施工会社への指示により、次のような措置を講ずる。 

・可能な限り、最新の低騒音型建設機械を使用する。 

・施工計画を十分に検討し、集中稼働を回避する。 

・敷地境界には鋼製万能板による仮囲いを設置し、騒音の低減に努める。 

・可能な限り低騒音工法を検討し、採用する。 

・工事中は建設機械に無理な負荷をかけないようにする。 

・建設機械の整備・点検を徹底する。 

・工事に伴う騒音の状況を把握及び近隣へ周知するため、騒音・振動計を設置する。 

（ウ）評 価 

建設機械の稼働に伴う騒音レベルの最大値は、工事開始後 98 ヶ月目（北街区夜間

工事）の計画地北側境界付近において 79dB となり、環境保全目標（85dB 以下）を満

足すると予測する。 

工事の実施にあたっては、可能な限り、最新の低騒音型建設機械を使用するなどの

環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、計画地周辺地域の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 
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イ 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音 

（ア）予 測 

予測項目 

予測項目は、工事用車両の走行に伴う道路交通騒音とした。 

予測方法等 

（a）予測地域・予測地点 

予測地点は、図 5.3.1－6 に示す工事用車両の走行ルート上の 5 地点（No.1、4、

5’、7、8）とし、道路端から 50m 程度の範囲とした。なお、No.5’地点は計画地内

の地点ではあるが、市道鷺沼 36 号線には、工事用車両出入口があり、工事用車両

による影響が考えられるため、予測地点として選定した。 

（b）予測時期 

予測時期は、第 1 章 4 (14) ア「工事概要」表 1－14 (1)（78 ページ）に示す工

事用車両（大型車）の走行台数が最大となる工事開始後 19～21 ヶ月目（昼間）

及び 63 ヶ月目（夜間）とした。 

（c）予測条件・予測方法 

予測条件 

ⅰ 工事中交通量 

予測地点における 19～21 ヶ月目の工事中交通量は表 5.3.1－14 に、63 ヶ月

目の工事中交通量は表 5.3.1－15 に示すとおり、将来基礎交通量に工事用車両

交通量を加えて算出した。 

予測地点における将来基礎交通量は、第 5 章 2.1(3)イ「工事用車両の走行に

伴う大気質濃度」（322 ページ）と同様とした。 

工事用車両交通量は、第 1 章 4 (14) ア「工事概要」表 1－14 (1)（78 ページ）

より、昼間及び夜間の工事用車両が最も多い月をピーク日台数とした。ピーク

日台数は、昼間（6～22 時）は、昼間工事の工事用車両（大型車）の走行台数

が最大となる工事開始後 19～21 ヶ月目の台数、338 台/日・片道（大型車 298

台/日・片道、小型車 40 台/日・片道）とした。また、夜間（22～6 時）は、夜

間工事の工事用車両（大型車）の走行台数が最大となる工事開始後 54～64 ヶ

月目のうち、昼間工事の工事用車両台数も含めて、1 日あたりの車両台数が最

大となる 63 ヶ月目の台数、122 台/日・片道（大型車 102 台/日・片道、小型車

20 台/日・片道）とした。 

なお、工事開始後 63 ヶ月目においては駅前街区の供用が開始されているた

め、駅前街区における施設関連車両交通量 1,376 台/日・片道（大型車 69 台/日・

片道、小型車 1,307 台/日・片道）を加えて予測した。 

予測時期における工事用車両の走行ルート及び予測地点における台数配分

比は資料編（資－159、資－232 ページ）に、工事中交通量の詳細は資料編（資

－160、資－234 ページ）に示すとおりである。 
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図 5.3.1－6 工事用車両の予測地点位置図 
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表 5.3.1－14 工事中交通量（昼間、工事開始後 19～21 ヶ月目） 
単位：台/16h 

No. 車種 将来基礎交通量① 工事用車両② 工事中交通量①＋② 

1 
大型車 537 45 582 
小型車 5,623 6 5,629 
合計 6,160 51 6,211 

4 
大型車 1,158 552 1,710 
小型車 8,763 74 8,837 
合計 9,921 626 10,547 

5’ 
大型車 348 418 766 
小型車 6,034 56 6,090 
合計 6,382 474 6,856 

7 
大型車 1,065 271 1,336 
小型車 8,646 37 8,683 
合計 9,711 308 10,019 

8 
大型車 169 281 450 
小型車 2,111 37 2,148 
合計 2,280 318 2,598 

注 1：交通量は、昼間（6～22 時）の 16 時間交通量を示す。 

注 2：No.5’地点の将来基礎交通量は、No.4 交差点 D 断面の将来基礎交通量とした（資料編 資－37

ページ）。 

 

表 5.3.1－15 工事中交通量（夜間、工事開始後 63 ヶ月目） 
単位：台/8h 

No. 車種 
将来基礎 
交通量 

① 

駅前街区 
施設関連車両 

② 

工事用車両 
③ 

工事中交通量 
①＋②+③ 

4 
大型車 132 2 10 144 
小型車 1,250 45 10 1,305 
合計 1,382 47 20 1,449 

7 
大型車 106 0 4 110 
小型車 1,070 26 6 1,102 
合計 1,176 26 10 1,212 

8 
大型車 20 1 4 25 
小型車 154 24 4 182 
合計 174 25 8 207 

注 1：交通量は、夜間（22～6 時）の 8 時間交通量を示す。 

注 2：No.1 及び No.5’は 63 ヶ月目の夜間（22～6 時）に工事用車両が走行しないため、予測地点から

除外した。 

ⅱ 走行速度 

予測地点における現況車両走行速度を現地調査にて確認した結果、走行速度

にばらつきがあることから予測に用いる走行速度は規制速度 40km/h とした。

なお、予測式として用いる ASJ RTN-Model 2018 では、走行速度は予測計算に

影響しない。 

ⅲ 道路断面等 

道路断面及び騒音源並びに予測地点は、図 5.3.1－7 に示すとおりであり、騒

音源の位置は、上下線別に配置し、予測地点の位置は、道路端の地上 1.2m と

した。 

なお、予測地点 No.5’地点の道路断面は、隣接する歩行者交通量調査地点 No.8

の道路断面とした（資料編 資－165 ページ）。  



 403 

No.1 

 

 

 

 
●：騒音源 ◎：予測地点 

 

 

No.4 

 

 

 

 

 
●：騒音源 ◎：予測地点 

 

 

No.5’ 

 

 

 

 
●：騒音源 ◎：予測地点 

 

 

 

No.7 

 

 

 

 
●：騒音源 ◎：予測地点 

 

 

No.8 

 

 

 

 
●：騒音源 ◎：予測地点 

図 5.3.1－7 予測地点道路断面図  
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ⅳ 道路状況 

予測地点における道路状況は、表 5.3.1－16 に示すとおりである。 

 

表 5.3.1－16 道路状況 

No. 道路構造 舗装種別 車線数 

1 平坦 密粒舗装 2 車線 

4 平坦 密粒舗装 2 車線 

5’ 平坦 密粒舗装 2 車線 

7 平坦 密粒舗装 2 車線 

8 平坦 密粒舗装 2 車線 

 

予測方法 

ⅰ 予測手順 

予測手順は、図 5.3.1－8 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.1－8 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音の予測手順  

施工計画 

予測時期の設定 

工事用車両台数 

将来基礎交通量 

道路条件 

予測計算 

工事用車両の走行に伴う 

等価騒音レベル 

工事中交通量 

自動車の 

パワーレベル 

音源及び 

予測地点位置 

実測値との差の補正 



 405 

ⅱ 予測式 

予測式は、日本音響学会が提案している ASJ RTN-Model2018 を用いた。

ASJ RTN-Model 2018 の概要は、資料編（資－237 ページ）に示すとおりであ

る。 

また、予測式の適合条件と予測地点の予測条件が必ず一致しているとはいえ

ないため、前述の予測式によって求められた計算値について、現地調査の実測

値をもとに補正を行った。補正値の算出方法は、現地調査による道路交通騒音

の昼間の等価騒音レベル実測値と、道路交通騒音調査時における交通量を用い

た昼間の等価騒音レベル計算値との差を比較し、その差を補正値とした。 

なお、予測地点 No.5’地点の補正値は、No.5 地点の騒音現地調査結果、隣接

する No.4 交差点 D 断面の流入、流出交通量の合計及び隣接する歩行者交通量

調査地点 No.8 の道路断面をもとに補正を行った。 

各地点の予測補正値及び No.5’地点における補正値設定の詳細については、

資料編（資－239 ページ）に示すとおりである。 

 

予測結果 

工事用車両の走行に伴う道路交通騒音の予測結果は、表 5.3.1－17(1)・(2)に示す

とおりである。 

昼間における工事中交通量による等価騒音レベル（工事開始後 19～21 ヶ月目）

は 60～66dB となり、増加分は 0.1～1.7dB と予測する。なお、工事用車両による増

加分の最大は、No.8 地点の東側で 1.7dB と予測する。 

No.1、4 地点の両側及び No.7 地点の東側で環境保全目標（昼間：60dB または

65dB 以下）を上回るが、将来基礎交通量による騒音レベルが既に環境保全目標を

上回っているか、同値であり、環境保全目標を上回る地点における工事用車両の走

行による増加分は 0.1～0.7dB と予測する。 

夜間における工事中交通量による等価騒音レベル（工事開始後 63 ヶ月目）は 55

～61dB となり、増加分は 0.1～0.4dB と予測する。なお、工事用車両による増加分

の最大は、No.8 地点の東側で 0.4dB と予測する。 

No.4 地点の西側及び No.7 地点の両側で環境保全目標（夜間：60dB 以下）を上

回るが、将来基礎交通量（駅前街区施設関連車両を含む）による騒音レベルが既に

環境保全目標を上回っているか、同値であり、環境保全目標を上回る地点における

工事用車両の走行による増加分は 0.1dB と予測する。 

なお、予測結果の詳細は、資料編（資－240 ページ）に示すとおりである。 
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表 5.3.1－17(1) 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音の予測結果（昼間、19～21 ヶ月目） 
単位：dB 

No. 方向 
時間 
区分 

将来基礎交通量 
による 

等価騒音レベル 

工事中交通量 
による 

等価騒音レベル 

工事用車両 
による増加分 

環境 
保全 
目標 

1 
西側 

昼間 

64 （64.0） 64 （64.2） 0.2 
60 

東側 64 （64.0） 64 （64.1） 0.1 

4 
西側 65 （65.3） 66 （66.0） 0.7 

65 
東側 65 （65.1） 66 （65.8） 0.7 

5’ 
南側 64 （63.8） 65 （64.9） 1.1 

65 
北側 64 （64.3） 65 （65.2） 0.9 

7 
西側 65 （65.1） 65 （65.4） 0.3 

65 
東側 65 （65.3） 66 （65.7） 0.4 

8 
東側 60 （60.1） 62 （61.8） 1.7 

65 
西側 59 （58.8） 60 （60.4） 1.6 

注 1：昼間：6～22 時 

注 2：等価騒音レベルは、昼間（6～22 時）の平均値を示す。 

注 3：    は、環境保全目標を非達成の値。 

注 4：（ ）内の数値は、小数点第 1 位までの予測値を示す。 

 

表 5.3.1－17(2) 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音の予測結果（夜間、63 ヶ月目） 
単位：dB 

No. 方向 
時間 
区分 

将来基礎交通量

（駅前街区施設関

連車両を含む）に

よる 
等価騒音レベル 

①＋② 

 
工事中交通量 

による 
等価騒音レベル 

 
①＋②＋③ 

 
工事用車両 

による増加分 
 
 
 

環境 
保全 
目標 

4 
西側 

夜間 

61 （60.5） 61 （60.6） 0.1 
60 

東側 60 （60.2） 60 （60.3） 0.1 

7 
西側 61 （60.5） 61 （60.6） 0.1 

60 
東側 61 （60.6） 61 （60.7） 0.1 

8 
東側 56 （55.9） 56 （56.3） 0.4 

60 
西側 54 （54.3） 55 （54.6） 0.3 

注 1：夜間：22～6 時 

注 2：等価騒音レベルは、夜間（22～6 時）の平均値を示す。 

注 3：    は、環境保全目標を非達成の値。 

注 4：No.1 及び No.5’は夜間（22～6 時）に工事用車両が走行しないため、予測地点から除外した。 

注 5：丸数字は、表 5.3.1－15（402 ページ）の交通量を意味する。 

注 6：（ ）内の数値は、小数点第 1 位までの予測値を示す。 

 

（イ）環境保全のための措置 

本事業の工事においては、工事用車両の走行に伴う騒音への影響の低減を図るため

に、施工会社への指示により、次のような措置を講ずる。 

・工事用車両が特定の日または時間帯に集中しないよう、計画的な運行管理を徹底

する。 

・急発進、急加速を行わないなど、エコドライブの実施を徹底する。 

・工事用車両の整備・点検を徹底する。  
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（ウ）評 価 

昼間における工事中交通量による等価騒音レベル（工事開始後 19～21 ヶ月目）は

60～66dB となり、増加分は 0.1～1.7dB と予測する。なお、工事用車両による増加分

の最大は、No.8 地点の東側で 1.7dB と予測する。 

No.1、4 地点の両側及び No.7 地点の東側で環境保全目標（昼間：60dB または 65dB

以下）を上回るが、将来基礎交通量による騒音レベルが既に環境保全目標を上回って

いるか、同値であり、環境保全目標を上回る地点における工事用車両の走行による増

加分は 0.1～0.7dB と予測する。 

夜間における工事中交通量による等価騒音レベル（工事開始後 63 ヶ月目）は 55～

61dB となり、増加分は 0.1～0.4dB と予測する。なお、工事用車両による増加分の

最大は、No.8 地点の東側で 0.4dB と予測する。 

No.4 地点の西側及び No.7 地点の両側で環境保全目標（夜間：60dB 以下）を上回

るが、将来基礎交通量（駅前街区施設関連車両を含む）による騒音レベルが既に環境

保全目標を上回っているか、同値であり、環境保全目標を上回る地点における工事用

車両の走行による増加分は 0.1dB と予測する。 

工事の実施にあたっては、工事用車両が特定の日や時間帯に集中し、路上に待機す

ることがないよう、計画的な運行管理を徹底するなどの環境保全のための措置を講ず

る。 

以上のことから、沿道の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 
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ウ 施設関連車両の走行に伴う道路交通騒音 

（ア）予 測 

予測項目 

予測項目は、施設関連車両の走行に伴う道路交通騒音とした。 

予測方法等 

（a）予測地域・予測地点 

予測地点は、図 5.3.1－1（374 ページ）に示す施設関連車両の走行ルート上の

9 地点（No.1～9）とし、予測地域は道路端から 50m 程度の範囲とした。 

なお、施設関連車両の走行ルートは、第 5 章 2.1(3)ウ「施設関連車両の走行に

伴う大気質濃度」図 5.2.1－18(1)～(3)（333 ページ）に示すとおりである。 

（b）予測時期 

予測時期は、供用時の事業活動等が定常状態となる令和 15 年の平日及び休日

とした。 

（c）予測条件・予測方法 

予測条件 

ⅰ 供用時交通量 

予測地点における供用時交通量は、表 5.3.1－18(1)・(2)及び表 5.3.1－19(1)・

(2)に示すとおり、将来基礎交通量に施設関連車両を加えて算出した。 

予測地点における将来基礎交通量は、第 5 章 2.1(3)イ「工事用車両の走行に

伴う大気質濃度」（323 ページ）と同様とした。 

施設関連車両交通量は、第 1 章 4 (5)イ「商業施設・業務施設計画」表 1－6(2)

（38 ページ）、第 1 章 4 (5)ウ「公共施設計画」表 1－7(2)（40 ページ）及び第

1 章 4 (5)エ「住戸計画」表 1－8(2)（42 ページ）に示すとおりである。また、

方向配分は、第 5 章 2.1(3)ウ「施設関連車両の走行に伴う大気質濃度」（332 ペ

ージ）に示すとおりである。 

なお、供用時交通量の詳細は、資料編（資－177 ページ）に示すとおりであ

る。  
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表 5.3.1－18(1) 供用時交通量（平日、昼間）   単位：台/16h     
No. 車 種 将来基礎交通量① 施設関連車両② 供用時交通量①＋② 

1 
大型車 537 40 577 
小型車 5,623 740 6,363 
合 計 6,160 780 6,940 

2 
大型車 143 15 158 
小型車 3,405 303 3,708 
合 計 3,548 318 3,866 

3 
大型車 528 10 538 
小型車 5,300 246 5,546 
合 計 5,828 256 6,084 

4 
大型車 1,158 64 1,222 
小型車 8,763 1,186 9,949 
合 計 9,921 1,250 11,171 

5 
大型車 359 67 426 
小型車 5,016 1,285 6,301 
合 計 5,375 1,352 6,727 

6 
大型車 427 22 449 
小型車 6,830 456 7,286 
合 計 7,257 478 7,735 

7 
大型車 1,065 35 1,100 
小型車 8,646 671 9,317 
合 計 9,711 706 10,417 

8 
大型車 169 32 201 
小型車 2,111 594 2,705 
合 計 2,280 626 2,906 

9 
大型車 300 51 351 
小型車 7,027 983 8,010 
合 計 7,327 1,034 8,361 

注：交通量は、昼間（6～22 時）の 16 時間交通量を示す。 

表 5.3.1－18(2) 供用時交通量（平日、夜間）    単位：台/8h     
No. 車 種 将来基礎交通量① 施設関連車両② 供用時交通量①＋② 

1 
大型車 42 4 46 
小型車 814 52 866 
合 計 856 56 912 

2 
大型車 17 0 17 
小型車 367 16 383 
合 計 384 16 400 

3 
大型車 82 0 82 
小型車 644 16 660 
合 計 726 16 742 

4 
大型車 132 5 137 
小型車 1,250 92 1,342 
合 計 1,382 97 1,479 

5 
大型車 59 2 61 
小型車 605 69 674 
合 計 664 71 735 

6 
大型車 60 0 60 
小型車 836 28 864 
合 計 896 28 924 

7 
大型車 106 2 108 
小型車 1,070 49 1,119 
合 計 1,176 51 1,227 

8 
大型車 20 2 22 
小型車 154 44 198 
合 計 174 46 220 

9 
大型車 32 2 34 
小型車 717 53 770 
合 計 749 55 804 

注：交通量は、夜間（22～6 時）の 8 時間交通量を示す。  
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表 5.3.1－19(1) 供用時交通量（休日、昼間）   単位：台/16h     

No. 車 種 将来基礎交通量① 施設関連車両② 供用時交通量①＋② 

1 
大型車 309 38 347 
小型車 6,140 718 6,858 
合 計 6,449 756 7,205 

2 
大型車 76 18 94 
小型車 3,927 343 4,270 
合 計 4,003 361 4,364 

3 
大型車 273 10 283 
小型車 5,387 238 5,625 
合 計 5,660 248 5,908 

4 
大型車 644 53 697 
小型車 8,964 1,044 10,008 
合 計 9,608 1,097 10,705 

5 
大型車 194 74 268 
小型車 5,422 1,422 6,844 
合 計 5,616 1,496 7,112 

6 
大型車 162 22 184 
小型車 7,021 446 7,467 
合 計 7,183 468 7,651 

7 
大型車 604 32 636 
小型車 8,854 603 9,457 
合 計 9,458 635 10,093 

8 
大型車 88 30 118 
小型車 2,299 548 2,847 
合 計 2,387 578 2,965 

9 
大型車 123 53 176 
小型車 6,981 1,082 8,063 
合 計 7,104 1,135 8,239 

注：交通量は、昼間（6～22 時）の 16 時間交通量を示す。 

表 5.3.1－19(2) 供用時交通量（休日、夜間）    単位：台/8h     
No. 車 種 将来基礎交通量① 施設関連車両② 供用時交通量①＋② 

1 
大型車 37 0 37 
小型車 503 38 541 
合 計 540 38 578 

2 
大型車 16 0 16 
小型車 263 16 279 
合 計 279 16 295 

3 
大型車 52 0 52 
小型車 455 8 463 
合 計 507 8 515 

4 
大型車 79 2 81 
小型車 946 51 997 
合 計 1,025 53 1,078 

5 
大型車 49 2 51 
小型車 456 63 519 
合 計 505 65 570 

6 
大型車 37 0 37 
小型車 516 18 534 
合 計 553 18 571 

7 
大型車 56 0 56 
小型車 894 28 922 
合 計 950 28 978 

8 
大型車 24 1 25 
小型車 119 27 146 
合 計 143 28 171 

9 
大型車 40 2 42 
小型車 535 47 582 
合 計 575 49 624 

注：交通量は、夜間（22～6 時）の 8 時間交通量を示す。 
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ⅱ 走行速度 

予測地点における現況車両走行速度を現地調査にて確認した結果、走行速度

にばらつきがあることから予測に用いる走行速度は規制速度とし、No.1、3、4、

5、6、7、8 地点は 40km/h、No.2、9 地点は 30km/h とした。なお、予測式と

して用いる ASJ RTN-Model 2018 では、走行速度は予測計算に影響しない。 

 

ⅲ 道路断面等 

道路断面及び騒音源並びに予測地点は、No.1、4、7、8 地点については図 5.3.1

－7（403 ページ）に示したとおりである。No.2、3、5、6、9 地点については

図 5.3.1－9 に示すとおりであり、騒音源の位置は上下線別に配置し、予測地点

の位置は道路端の地上 1.2m とした。  
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No.2 

  

 

 

 
●：騒音源 ◎：予測地点 

 

 

No.3 

 

 

 

 

 
●：騒音源 ◎：予測地点 

 

 

No.5 

 

 

 

 
●：騒音源 ◎：予測地点 

 

 

 

No.6 

 

 

 
●：騒音源 ◎：予測地点 

 

 

 

 

No.9 

 

 

 

 
●：騒音源 ◎：予測地点 

図 5.3.1－9 予測地点道路断面図  
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ⅳ 道路状況 

予測地点における道路状況は、No.1、4、7、8 地点については表 5.3.1－16

（404 ページ）に示すとおりである。No.2、3、5、6、9 地点については表 5.3.1

－20 に示すとおりである。 

 

表 5.3.1－20 道路状況 

No. 道路構造 舗装種別 車線数 

2 平坦 密粒舗装 2 車線 

3 平坦 密粒舗装 2 車線 

5 平坦 密粒舗装 2 車線 

6 平坦 密粒舗装 2 車線 

9 平坦 密粒舗装 2 車線 

 

予測方法 

ⅰ 予測手順 

予測手順は、図 5.3.1－10 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.1－10 施設関連車両の走行に伴う道路交通騒音の予測手順 

施工計画 

予測時期の設定 

施設関連車両台数 

将来基礎交通量 

道路条件 

予測計算 

施設関連車両の走行に伴う 

等価騒音レベル 

供用時交通量 

自動車の 

パワーレベル 

音源及び 

予測地点位置 

実測値との差の補正 
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ⅱ 予測式 

予測式は、日本音響学会が提案している ASJ RTN-Model 2018 を用いた。

ASJ RTN-Model 2018 の概要は、資料編（資－237 ページ）に示すとおりであ

る。 
予測結果の補正値については、工事用車両の走行に伴う道路交通騒音（405

ページ）と同様とした。 
各地点の予測補正値の結果については、資料編（資－239 ページ）に示すと

おりである。 

 

予測結果 

施設関連車両の走行に伴う道路交通騒音の予測結果は、表 5.3.1－21 及び表 5.3.1
－22 に示すとおりである。 

なお、予測結果の詳細は、資料編（資－245 ページ）に示すとおりである。 
（a）平 日 

昼間における供用時交通量による等価騒音レベルは 60～67dB となり、増加分

は 0.1～1.4dB と予測する。なお、施設関連車両による増加分の最大は、No.8 地

点東側で 1.4dB と予測する。 
また、昼間は No.1、2、3、4、6、9 地点の両側及び No.7 地点の東側で環境保

全目標（昼間：60dB または 65dB 以下）を上回るが、将来基礎交通量による騒音

レベルが既に環境保全目標を上回っているか、同値であり、環境保全目標を上回

る地点における施設関連車両の走行による増加分は 0.1～0.6dB と予測する。 
夜間における供用時交通量による等価騒音レベルは 55～62dB となり、増加分

は 0.0～1.2dB と予測する。なお、施設関連車両による増加分の最大は、No.8 地

点東側で 1.2dB と予測する。 
また、夜間は No.1、2、3、6、7、9 地点の両側及び No.4 地点の西側で環境保

全目標（夜間：55dB または 60dB 以下）を上回るが、将来基礎交通量による騒音

レベルが既に環境保全目標を上回っているか、同値であり、環境保全目標を上回

る地点における施設関連車両の走行による増加分は 0.0～0.3dB と予測する。 

 

（b）休 日 

昼間における供用時交通量による等価騒音レベルは 59～66dB となり、増加分

は 0.2～1.4dB と予測する。なお、施設関連車両による増加分の最大は、No.8 地

点東側で 1.4dB と予測する。 
また、昼間は No.1、2、3、6、9 地点の両側及び No.4 地点の西側で環境保全目

標（昼間：60dB または 65dB 以下）を上回るが、将来基礎交通量による騒音レベ

ルが既に環境保全目標を上回っているか、同値であり、環境保全目標を上回る地

点における施設関連車両の走行による増加分は 0.2～0.8dB と予測する。 
夜間における供用時交通量による等価騒音レベルは 53～61dB となり、増加分

は 0.0～0.9dB と予測する。なお、施設関連車両による増加分の最大は、No.8 地

点東側で 0.9dB と予測する。 
また、夜間は No.1、2、3、6、9 地点の両側で環境保全目標（夜間：55dB）を

上回るが、将来基礎交通量による騒音レベルが既に環境保全目標を上回っており、

環境保全目標を上回る地点における施設関連車両の走行による増加分は 0.0～
0.4dB と予測する。  
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表 5.3.1－21 施設関連車両の走行に伴う道路交通騒音の予測結果（平日） 
単位：dB 

No. 方向 
時間 
区分 

将来基礎交通量 
による 

等価騒音レベル 

供用時交通量 
による 

等価騒音レベル 

施設関連車両 
による増加分 

環境 
保全 
目標 

1 
西側 

昼間 64 （64.0） 65 （64.5） 0.5 60 
夜間 60 （59.7） 60 （60.0） 0.3 55 

東側 
昼間 64 （64.0） 65 （64.5） 0.5 60 
夜間 60 （59.5） 60 （59.8） 0.3 55 

2 
東側 

昼間 63 （62.5） 63 （63.0） 0.5 60 
夜間 57 （57.4） 58 （57.6） 0.2 55 

西側 
昼間 63 （62.5） 63 （62.8） 0.3 60 
夜間 57 （57.2） 57 （57.4） 0.2 55 

3 
北側 

昼間 65 （64.5） 65 （64.7） 0.2 60 
夜間 61 （61.0） 61 （61.0） 0.0 55 

南側 
昼間 64 （64.3） 64 （64.4） 0.1 60 
夜間 61 （60.6） 61 （60.7） 0.1 55 

4 
西側 

昼間 65 （65.3） 66 （65.7） 0.4 65 
夜間 60 （60.4） 61 （60.6） 0.2 60 

東側 
昼間 65 （65.1） 66 （65.6） 0.5 65 
夜間 60 （60.0） 60 （60.3） 0.3 60 

5 
南側 

昼間 63 （62.9） 64 （63.5） 0.6 65 
夜間 59 （58.8） 59 （59.0） 0.2 60 

北側 
昼間 63 （63.1） 64 （64.3） 1.2 65 
夜間 59 （58.8） 59 （59.2） 0.4 60 

6 
南側 

昼間 66 （66.4） 67 （66.6） 0.2 60 
夜間 62 （61.8） 62 （61.9） 0.1 55 

北側 
昼間 67 （66.5） 67 （66.7） 0.2 60 
夜間 62 （61.5） 62 （61.6） 0.1 55 

7 
西側 

昼間 65 （65.1） 65 （65.3） 0.2 65 
夜間 61 （60.5） 61 （60.6） 0.1 60 

東側 
昼間 65 （65.3） 66 （65.6） 0.3 65 
夜間 61 （60.5） 61 （60.7） 0.2 60 

8 
東側 

昼間 60 （60.1） 62 （61.5） 1.4 65 
夜間 55 （55.1） 56 （56.3） 1.2 60 

西側 
昼間 59 （58.8） 60 （59.6） 0.8 65 
夜間 54 （53.9） 55 （54.6） 0.7 60 

9 
東側 

昼間 65 （64.7） 65 （65.2） 0.5 60 
夜間 60 （60.4） 61 （60.6） 0.2 55 

西側 
昼間 65 （64.7） 65 （65.3） 0.6 60 
夜間 60 （60.4） 61 （60.7） 0.3 55 

注 1：昼間：6～22 時、夜間：22～6 時 

注 2：等価騒音レベルは、昼間及び夜間それぞれの平均値を示す。 

注 3：    は、環境保全目標を非達成の値。 

注 4：（ ）内の数値は、小数点第 1 位までの予測値を示す。 
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表 5.3.1－22 施設関連車両の走行に伴う道路交通騒音の予測結果（休日） 
単位：dB 

No. 方向 
時間 
区分 

将来基礎交通量 
による 

等価騒音レベル 

供用時交通量 
による 

等価騒音レベル 

施設関連車両 
による増加分 

環境 
保全 
目標 

1 
西側 

昼間 64 （63.7） 64 （64.2） 0.5 60 
夜間 58 （57.8） 58 （58.0） 0.2 55 

東側 
昼間 64 （63.6） 64 （64.1） 0.5 60 
夜間 58 （57.7） 58 （57.9） 0.2 55 

2 
東側 

昼間 63 （62.6） 63 （63.1） 0.5 60 
夜間 56 （55.7） 56 （56.0） 0.3 55 

西側 
昼間 63 （62.5） 63 （62.8） 0.3 60 
夜間 56 （55.6） 56 （55.8） 0.2 55 

3 
北側 

昼間 64 （63.9） 64 （64.1） 0.2 60 
夜間 60 （59.7） 60 （59.7） 0.0 55 

南側 
昼間 64 （63.6） 64 （63.8） 0.2 60 
夜間 59 （59.4） 59 （59.4） 0.0 55 

4 
西側 

昼間 65 （65.1） 66 （65.5） 0.4 65 
夜間 59 （59.1） 59 （59.3） 0.2 60 

東側 
昼間 65 （64.8） 65 （65.4） 0.6 65 
夜間 59 （58.8） 59 （59.1） 0.3 60 

5 
南側 

昼間 62 （62.2） 63 （63.0） 0.8 65 
夜間 58 （57.6） 58 （57.9） 0.3 60 

北側 
昼間 63 （62.5） 64 （63.8） 1.3 65 
夜間 58 （57.6） 58 （58.2） 0.6 60 

6 
南側 

昼間 65 （65.3） 66 （65.6） 0.3 60 
夜間 61 （60.7） 61 （60.8） 0.1 55 

北側 
昼間 65 （65.4） 66 （65.7） 0.3 60 
夜間 61 （60.8） 61 （60.9） 0.1 55 

7 
西側 

昼間 65 （64.7） 65 （64.9） 0.2 65 
夜間 60 （59.5） 60 （59.6） 0.1 60 

東側 
昼間 65 （64.8） 65 （65.1） 0.3 65 
夜間 60 （59.5） 60 （59.6） 0.1 60 

8 
東側 

昼間 59 （59.4） 61 （60.8） 1.4 65 
夜間 54 （53.8） 55 （54.7） 0.9 60 

西側 
昼間 58 （58.0） 59 （58.8） 0.8 65 
夜間 53 （52.6） 53 （53.0） 0.4 60 

9 
東側 

昼間 64 （63.7） 64 （64.3） 0.6 60 
夜間 58 （58.4） 59 （58.7） 0.3 55 

西側 
昼間 64 （63.7） 65 （64.5） 0.8 60 
夜間 58 （58.4） 59 （58.8） 0.4 55 

注 1：昼間：6～22 時、夜間：22～6 時 
注 2：等価騒音レベルは、昼間及び夜間それぞれの平均値を示す。 
注 3：    は、環境保全目標を非達成の値。 
注 4：（ ）内の数値は、小数点第 1 位までの予測値を示す。  
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（イ）環境保全のための措置 

本事業の供用時においては、施設関連車両の走行に伴う騒音への影響の低減を図

るために、次のような措置を講ずる。 

・施設関連車両（搬出入車両）に対し、急発進、急加速を行わないなど、エコド

ライブの実施を促す。 

・従業員等に対し、通勤には極力公共交通機関を利用するよう促す。 

・施設利用者に対し、ホームページ等で路線バスや電車等の公共交通機関の利用

を促す。 

（ウ）評 価 

平日の昼間における供用時交通量による等価騒音レベルは 60～67dB となり、増加

分は 0.1～1.4dB と予測する。なお、施設関連車両による増加分の最大は、No.8 地点

東側で 1.4dB と予測する。 

また、昼間は No.1、2、3、4、6、9 地点の両側及び No.7 地点の東側で環境保全目

標（昼間：60dB または 65dB 以下）を上回るが、将来基礎交通量による騒音レベルが

既に環境保全目標を上回っているか、同値であり、環境保全目標を上回る地点におけ

る施設関連車両の走行による増加分は 0.1～0.5dB と予測する。 

平日の夜間における供用時交通量による等価騒音レベルは 55～62dB となり、増加

分は 0.0～1.2dB と予測する。なお、施設関連車両による増加分の最大は、No.8 地点

東側で 1.2dB と予測する。 

また、夜間は No.1、2、3、6、7、9 地点の両側及び No.4 地点の西側で環境保全目

標（夜間：55dB または 60dB 以下）を上回るが、将来基礎交通量による騒音レベルが

既に環境保全目標を上回っているか、同値であり、環境保全目標を上回る地点におけ

る施設関連車両の走行による増加分は 0.0～0.3dB と予測する。 

休日の昼間における供用時交通量による等価騒音レベルは 59～66dB となり、増加

分は 0.2～1.4dB と予測する。なお、施設関連車両による増加分の最大は、No.8 地点

東側で 1.4dB と予測する。 

また、昼間は No.1、2、3、6、9 地点の両側及び No.4 地点の西側で環境保全目標

（昼間：60dB または 65dB 以下）を上回るが、将来基礎交通量による騒音レベルが

既に環境保全目標を上回っているか、同値であり、環境保全目標を上回る地点におけ

る施設関連車両の走行による増加分は 0.2～0.8dB と予測する。 

休日の夜間における供用時交通量による等価騒音レベルは 53～61dB となり、増

加分は 0.0～0.9dB と予測する。なお、施設関連車両による増加分の最大は、No.8 地

点東側で 0.9dB と予測する。 

また、夜間は No.1、2、3、6、9 地点の両側で環境保全目標（夜間：55dB）を上回

るが、将来基礎交通量による騒音レベルが既に環境保全目標を上回っており、環境保

全目標を上回る地点における施設関連車両の走行による増加分は 0.0～0.4dB と予測

する。 

施設の供用にあたっては、施設関連車両（搬出入車両）に対し、急発進、急加速を

行わないなど、エコドライブの実施を促すなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、沿道の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 
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エ 冷暖房施設等の稼働に伴う騒音 

（ア）予 測 

予測項目 

予測項目は、冷暖房施設等の稼働に伴う騒音とした。 

予測方法等 

（a）予測地域・予測地点 

予測地域は計画地周辺とし、計画地の敷地境界から 100m 程度の範囲とした。 

（b）予測時期 

予測時期は、供用時の事業活動等が定常状態となる令和 15 年とした。 
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（c）予測条件・予測方法 

予測条件 

ⅰ 冷暖房施設等 

冷暖房施設等の稼働台数及び騒音パワーレベルは表 5.3.1－23 に、冷暖房施

設等の位置は図 5.3.1－11(1)～(3)に示すとおりである。 

なお、その他の騒音発生機器については屋内に設置する計画であり、外部へ

の影響はないと考えられることから、予測対象から除外した。 

表 5.3.1－23 冷暖房施設等の稼働台数及び騒音パワーレベル 

地
区 

№ 位置*1 設備機器*2 
能力 

（規格・ 
出力*3） 

騒音源 
高さ 
（m） 

設 
置 
数 

騒音パワ

ーレベル 
（dB） 

稼働時間 

駅
前
街
区 

① 

5F 屋上 

駐車場 EA ファン 39,000m3/h 30.0 2 80 

24 時間 

② 空調室外機(EHP 30HP) 95.0kW 30.5 1 89 
③ 空調室外機(EHP 30HP) 95.0kW 30.5 6 89 
④ 空調室外機(GHP 25HP) 80.0kW 30.5 2 83 
⑤ 厨房ファン 50,000m3/h 30.0 1 85 
⑥ 空調室外機(EHP 30HP) 95.0kW 30.5 7 89 
⑦ 空調室外機(EHP 30HP) 95.0kW 30.5 9 89 
⑧ 駐車場 EA ファン 50,000m3/h 30.0 1 85 
⑨ 厨房ファン 50,000m3/h 30.0 1 85 
⑩ 空調室外機(EHP 10HP) 31.5kW 30.5 17 81 
⑪ 空調室外機(EHP 30HP) 95.0kW 30.5 6 89 
⑫ 駐車場 EA ファン 40,000m3/h 30.0 1 84 
⑬ 空調室外機(EHP 30HP) 95.0kW 30.5 5 89 
⑭ 空調室外機(EHP 30HP) 95.0kW 30.5 10 89 
⑮ 空調室外機(GHP 25HP) 80.0kW 30.5 5 83 17 時間 

(6～23 時) ⑯ 空調室外機(GHP 25HP) 80.0kW 30.5 7 83 
⑰ 駐車場 EA ファン 50,000m3/h 30.0 1 85 

24 時間 
⑱ 空調室外機(EHP 30HP) 95.0kW 30.5 7 89 

北
街
区 

⑲ 
1F 屋上 

空調室外機(GHP 30HP) 95.0kW 7.5 13 86 
15 時間 

(8～23 時) 
⑳ 駐車場 EA ファン 30,000m3/h 7.0 1 85 

24 時間 
㉑ 空調室外機(EHP 30HP) 95.0kW 7.5 4 89 
㉒ 

4F 屋上 
駐車場 EA ファン 30,000m3/h 21.3 1 85 24 時間 

㉓ 空調室外機(GHP 25HP) 80.0kW 21.8 2 83 
17 時間 

(6～23 時) 

㉔ 5F 屋上 空調室外機(GHP 30HP) 95.0kW 25.1 3 86 
15 時間 

(8～23 時) 
*1：冷暖房施設等の位置は、建物屋上の屋外にある機器を対象とした。 

*2：EHP は電気式空冷ヒートポンプ式エアコン、GHP はガス式空冷ヒートポンプ式エアコンを意味する。 

*3：ファンは風量、室外機は暖房能力を示す。 
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図 5.3.1－11(1) 冷暖房施設等の位置図（1F 屋上） 
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図 5.3.1－11(2) 冷暖房施設等の位置図（4F 屋上） 
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図 5.3.1－11(3) 冷暖房施設等の位置図（5F 屋上） 
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ⅱ 予測高さ 

予測高さは、地上 1.2m とした。 

ⅲ 防音壁 

防音壁の位置及び高さは、図 5.3.1－11(1)～(3)に示したとおりであり、防音

壁による遮音効果を見込んでいる。 

 

予測方法 

ⅰ 予測手順 

予測手順は、図 5.3.1－12 に示すとおりである。 

ⅱ 予測式 

予測式は、点音源による距離減衰式と複数音源による騒音レベルの合成式を

用いた。 

なお、詳細は、資料編（資－259 ページ）に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.1－12 冷暖房施設等の稼働に伴う騒音の予測手順  

施工計画 

予測時期の設定 

冷暖房施設等の稼働条件設定 

・種類、規格 

・台数、配置、防音壁等 

冷暖房施設等の 

パワーレベル 予測範囲の設定 

予測計算 

各音源別の騒音レベルの合成 

冷暖房施設等の稼働に伴う騒音レベル 
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予測結果 

冷暖房施設等の稼働に伴う騒音の予測結果は、表 5.3.1－24(1)・(2)及び図 5.3.1

－13(1)～(3)に示すとおりである。 

計画地境界付近における最大値は昼間及び夜間ともに計画地東側境界付近に出

現し、昼間は 44dB、夜間は 40dB となり、環境保全目標（昼間：60dB 以下、夜

間：50dB 以下）を満足すると予測する。 

 

表 5.3.1－24(1) 冷暖房施設等の稼働に伴う騒音の予測結果 

（基準時間帯平均の等価騒音レベル最大値） 
単位：dB    

予測時間帯 計画地境界付近における最大値 環境保全目標 

昼間（6～22 時） 44 60 以下 

夜間（22～6 時） 40 50 以下 

注：基準時間帯平均の等価騒音レベル最大値の出現地点は、昼間及び夜間ともに図 5.3.1－

13(2)・(3)に示す稼働時間別の等価騒音レベル最大値の出現地点と同地点である。 

 

表 5.3.1－24(2) 冷暖房施設等の稼働に伴う騒音の予測結果 

（稼働時間別の等価騒音レベル最大値） 
単位：dB          

予測時間帯 計画地境界付近における最大値 

6～8 時 40 

8～23 時 45 

23～6 時 40 

注：表中の予測結果は、図 5.3.1－13 と対応している。 
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図 5.3.1－13(1) 冷暖房施設等の稼働に伴う騒音の予測結果（朝） 
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図 5.3.1－13(2) 冷暖房施設等の稼働に伴う騒音の予測結果（昼・夕） 
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図 5.3.1－13(3) 冷暖房施設等の稼働に伴う騒音の予測結果（夜） 
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（イ）環境保全のための措置 

本事業の供用時においては、冷暖房施設等の稼働に伴う騒音への影響の低減を図る

ために、次のような措置を講ずる。 

・冷暖房施設等の整備・点検を徹底する。 

・低騒音の機器の選定に努める。 

（ウ）評 価 

冷暖房施設等の稼働に伴う計画地境界付近における最大値は昼間及び夜間ともに

計画地東側境界付近に出現し、昼間は 44dB、夜間は 40dB となり、環境保全目標

（昼間：60dB 以下、夜間：50dB 以下）を満足すると予測する。 

冷暖房施設等の稼働にあたっては、施設等の整備・点検を徹底するなどの環境保全

のための措置を講ずる。 

以上のことから、計画地周辺地域の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 
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３．２ 振 動 

計画地及びその周辺地域における振動の状況を調査し、工事中は、建設機械の稼動及

び工事用車両の走行に伴う振動の影響について、供用時は、施設関連車両の走行に伴う

振動の影響について、予測及び評価した。 

 

（１）現況調査 

ア 調査項目 

計画地及びその周辺地域における振動の状況等を把握し、予測及び評価するための資

料を得ることを目的として、以下に示す項目について調査した。 

（ア）振動の状況（環境振動、道路交通振動及び地盤卓越振動数） 

（イ）地盤、地形及び工作物の状況 

（ウ）土地利用の状況 

（エ）発生源の状況 

（オ）自動車交通量等の状況 

（カ）関係法令等による基準等 

 

イ 調査地域・調査地点 

振動の状況 

調査地点は、騒音と同様の地点とし、第 5 章 3.1 (1) イ「調査地域・調査地点」図

5.3.1－1（374 ページ）に示すとおりである。 

環境振動の測定は、計画地南側の 1 地点（No.A）とし、計画地周辺の道路交通振動

及び地盤卓越振動数の測定は、工事中の工事用車両及び供用時の施設関連車両の主な

走行ルートとなる 9 地点（No.1～9）とした。 

なお、調査状況は、資料編（資－207 ページ）に示すとおりである。 

地盤、地形及び工作物の状況 

計画地及びその周辺地域とした。 

土地利用の状況 

計画地及びその周辺地域とした。 

発生源の状況 

計画地及びその周辺地域とした。 

自動車交通量等の状況 

既存資料調査 

自動車交通量の調査地点は、計画地周辺の道路交通センサス交通量調査地点と

し、第 3 章 1（7）ア「道路」（197 ページ）に示すとおりである。 

現地調査 

調査地点は、第 5 章 3.1 (1) イ「調査地域・調査地点」図 5.3.1－1（374 ペー

ジ）に示すとおり、道路交通振動の調査地点と同じ断面 9 地点（No.1～9）とし

た。 
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ウ 調査期間・調査時期 

振動の状況 

振動の状況の現地調査期間・調査時期は、道路交通騒音と同時期とし、以下に示

す平日及び休日各 1 日の 24 時間連続とした。 

平日：平成 30 年 11 月 14 日（水）6 時～11 月 15 日（木）6 時（24 時間） 

休日：平成 30 年 11 月 11 日（日）6 時～11 月 12 日（月）6 時（24 時間） 

自動車交通量等の状況 

自動車交通量等の状況の現地調査期間・調査時期は、道路交通振動調査と同時期

とし、以下に示す平日及び休日各 1 日の 24 時間連続とした。 

平日：平成 30 年 11 月 14 日（水）6 時～11 月 15 日（木）6 時（24 時間） 

休日：平成 30 年 11 月 11 日（日）6 時～11 月 12 日（月）6 時（24 時間） 

 

エ 調査方法 

振動の状況 

振動の状況の調査は、現地調査により行った。 

振動レベルの使用測定機器及び測定範囲は、表 5.3.2－1 に示すとおりである。 

振動レベルの測定は、「振動規制法施行規則」（昭和 51 年、総理府令第 58 号）に基

づく道路交通振動の限度を定める測定方法及び JIS Z 8735:1981「振動レベル測定方

法」に定める測定方法に基づき行った。 

 

表 5.3.2－1 使用測定機器及び測定範囲 

測定項目 機器名 メーカー 型式 測定範囲 

振動レベル 振動レベル計 リオン㈱ VM-53A 
VL:25～120dB 

(1～80Hz) 

 

地盤卓越振動数の使用測定機器及び測定範囲は、表 5.3.2－2 に示すとおりである。 

地盤卓越振動数の測定は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成

25 年 3 月、国土交通省 国土技術政策総合研究所、（独）土木研究所）に示された方法

に準拠し、「計量法」第 71 条の条件に合格する振動レベル計を使用し、大型車の単独

走行 10 台の振動加速度レベルの周波数分析を行った。 

 

表 5.3.2－2 使用測定機器及び測定範囲 

測定項目 機器名 メーカー 型式 測定範囲 

地盤卓越振動数 
振動レベル計 リオン㈱ VM-53A 

VL:25～120dB 
VAL:30～120dB 

(1～80Hz) 

VM-53A 分析カード リオン㈱ VX-53RT 
振動レベル計 

VM-53A に準じる 
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地盤、地形及び工作物の状況 

以下に示す既存資料を収集、整理することにより、計画地及びその周辺地域にお

ける地盤、地形及び工作物の状況を把握した。 

・「地形図」等 

土地利用の状況 

以下に示す既存資料を収集、整理することにより、計画地及びその周辺地域にお

ける土地利用の状況を把握した。 

・「川崎都市計画図（宮前区）」等 

発生源の状況 

以下に示す既存資料を収集、整理することにより、計画地及びその周辺地域にお

ける発生源の状況を把握した。 

・「地形図」等 

自動車交通量等の状況 

既存資料調査 

以下に示す既存資料を収集、整理することにより、計画地及びその周辺地域に

おける自動車交通量等の状況を把握した。 

・「平成 27 年度 全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 集計表」等 

現地調査 

自動車交通量は、方向別、時間別及び車種別にハンドカウンターで計測した。

走行速度は、測定断面前後 50ｍ程度を通過する所要時間を、ストップウォッチに

より計測した。また、道路構造は、現地踏査により確認した。 

関係法令等による基準等 

以下に示す関係法令等の内容を整理することにより、関係法令等による基準等を

把握した。 

・「振動規制法」 

・「地域環境管理計画」に定められる地域別環境保全水準 

 

オ 調査結果 

振動の状況 

振動レベルの調査結果と要請限度の対比は表 5.3.2－3 に示すとおりである。な

お、振動レベルの時間変動については、資料編（資－261 ページ）に示すとおりであ

る。 

道路交通振動を対象とした No.1～9 地点は全地点で要請限度を下回っている。 

環境振動を対象とした No.A 地点は、昼間の時間帯平均値は 41～42dB、夜間の時

間帯平均値は 34～37dB である。 

人が振動を感じ始める「振動感覚閾値」は一般的に 55dB 程度と言われており、こ

れによると、全地点、全時間区分にわたって振動感覚閾値以下である。 

なお、振動の大きさの目安は表 5.3.2－4 に示すとおりである。  
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表 5.3.2－3 振動レベル調査結果 
単位：dB 

No. 対象 用途地域 平･休 

振動レベル L10
＊ 

要請限度 
時間帯平均値 時間帯最高値 

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間 

1 道路交通 
第一種低層

住居専用 
平日 39 33 40 39 

65 60 
休日 37 30 38 36 

2 道路交通 
第一種低層

住居専用 
平日 38 32 40 40 

65 60 
休日 38 30 39 38 

3 道路交通 
第一種中高

層住居専用 
平日 38 34 40 40 

65 60 
休日 37 31 37 37 

4 道路交通 商業 
平日 43 38 45 45 

70 65 
休日 41 35 42 40 

5 道路交通 商業 
平日 40 35 41 40 

70 65 
休日 39 33 40 38 

6 道路交通 
第一種低層

住居専用 
平日 44 38 45 44 

65 60 
休日 42 35 43 41 

7 道路交通 第二種住居 
平日 48 43 50 50 

65 60 
休日 46 40 48 45 

8 道路交通 第二種住居 
平日 41 39 43 43 

65 60 
休日 40 37 41 40 

9 道路交通 
第二種中高

層住居専用 
平日 43 36 44 44 

65 60 
休日 42 34 43 41 

A 環境 商業 
平日 42 37 43 42 

－ － 
休日 41 34 42 40 

注 1：昼間：8～19 時、夜間：19～8 時。 

注 2：区域の区分及び道路交通振動の要請限度の詳細については、表 5.3.2－7（435 ページ）参照。 

＊：要請限度のための測定値は、時間帯平均値とされているが、工事中車両の走行及び施設関連車両の走行に伴う道

路交通振動予測値は、時間帯最高値とするため、時間帯平均値と時間帯最高値を記載した。 

 

表 5.3.2－4 振動の大きさの目安  

震度 
階級 

振動レベル 
（単位：dB） 

人の体感・行動 屋内の状況 

0 55 以下 人は揺れを感じない。 － 

1 55～65 
屋内で静かにしている人の中には、揺れ

をわずかに感じる人がいる。 
－ 

2 65～75 
屋内で静かにしている人の大半が、揺れ

を感じる。 
電灯などのつり下げ物が、わずかに揺

れる。 

3 75～85 
屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じ

る。歩いている人の中には、揺れを感じ

る人もいる。 

棚にある食器類が音を立てることが

ある。 

4 85～95 
ほとんどの人が驚く。歩いている人のほ

とんどが、揺れを感じる。 

電灯などのつり下げ物は大きく揺れ、

棚にある食器類は音を立てる。座りの

悪い置物が、倒れることがある。 
出典：「振動の大きさの目安」（令和 4 年 8 月閲覧、川崎市ホームページ） 
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地盤卓越振動数の調査結果は、表 5.3.2－5 に示すとおりである。なお、調査結果

の詳細は、資料編（資－281 ページ）に示すとおりである。 

地盤卓越振動数は、13.2～18.4Hz（10 サンプルの平均値）である。 

なお、「道路環境整備マニュアル」（（社）日本道路協会）によると、「地盤卓越振

動数が 15Hz 以下であるものを軟弱地盤と呼ぶこととする」とされており、地盤卓越

振動数の調査結果では、No.1、4、6 及び 7 地点が軟弱地盤に該当する。 

 

表 5.3.2－5 地盤卓越振動数調査結果 

No. 地盤卓越振動数 

1 14.6Hz 

2 18.4Hz 

3 17.2Hz 

4 13.2Hz 

5 15.3Hz 

6 15.0Hz 

7 14.6Hz 

8 16.5Hz 

9 16.4Hz 

 

地盤、地形及び工作物の状況 

計画地及びその周辺地域の地盤及び地形の状況は、第 3 章 1 (2)「地象の状況」（185

ページ）に示すとおりである。また、工作物の状況は、第 3 章 2(2)ク「構造物の影響」

（222 ページ）に示すとおりである。 

土地利用の状況 

計画地及びその周辺地域の土地利用の状況は、第 3 章 1 (6)イ「土地利用現況」（192

ページ）に示すとおりである。 

発生源の状況 

発生源の状況は、第 3 章 1(10)エ「騒音及び振動」（212 ページ）に示すとおりであ

る。 

自動車交通量等の状況 

既存資料調査 

自動車交通量は、第 3 章 1(7)ア「道路」（197 ページ）に示すとおりである。 

現地調査 

調査地点における自動車交通量の調査結果、走行速度及び道路断面等の調査結果

は、第 5 章 2.1(1)オ(カ) b「現地調査」表 5.2.1－16・17（275 ページ）及び図 5.2.1

－5(1)・(2)（276 ページ）に示すとおりである。 
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関係法令等による基準等 

振動規制法 

（a）「振動規制法」に基づく特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する

基準 

「振動規制法」に基づく特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基

準は、表 5.3.2－6 に示すとおりである。 

なお、本事業における夜間工事については、表 5.3.2－6 特定建設作業に伴って

発生する振動の規制に関する基準の注 1 に示す「道路法により占用許可条件に夜

間作業が指定された場合」及び「道路交通法により使用許可条件に夜間作業が指

定された場合」の両方に該当する適用除外作業である。 

 

表 5.3.2－6 特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準 

特定建設作業 
敷地境界線

における 
振動レベル 

作業時間 
1 日における 
延べ作業時間 

同一場

所にお

ける連

続作業

期間 

日曜・ 
休日に

おける

作業 
第 1 号 
区域 

第 2 号 
区域 

第 1 号 
区域 

第 2 号 
区域 

1.くい打機（もんけん及び圧入式くい

打機を除く）、くい抜機（油圧式くい

抜機を除く）またはくい打くい抜機

（圧入式くい打くい抜機を除く）を使

用する作業。 

75dB 

午 
前 
7 
時 
 

か 
ら 
 

午 
後 
7 
時 

午 
前 
6 
時 
 

か 
ら 
 

午 
後 
10 
時 

10 
時 
間 
以 
内 

14 
時 
間 
以 
内 

6 
日 
以 
内 

禁 
 

止 

2.鋼球を使用して建築物その他の工

作物を破壊する作業。 

3.舗装版破砕機を使用する作業。（作

業地点が連続的に移動する作業にあ

っては、1 日における当該作業に係る

2 地点間の最大距離が 50ｍを超えな

い作業に限る。） 

4.ブレーカー（手持式のものを除く。）

を使用する作業。（作業地点が連続的

に移動する作業にあっては、1 日にお

ける当該作業に係る 2 地点間の最大

距離が 50ｍを超えない作業に限る。） 

備考 
1.第 1 号区域：第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中

高層住居専用地域、田園住居地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業

地域及び準工業地域並びに用途地域以外の地域、また、工業地域のうち学校・保育園・病院・図書館・老

人ホーム等の施設の敷地から 80ｍ以内の区域 
2.第 2 号区域：工業地域のうち上記第 1 号区域に掲げる区域以外の区域 
3.工業専用地域は除く。 
注 1：夜間工事については、以下のとおり適用除外作業が定められている。 

道路法により占用許可条件に夜間作業が指定された場合及び道路交通法により使用許可条件に夜間作業が指定され

た場合は、この限りでない。 

注 2：太枠は本事業の該当する区域の区分。 

 

（b）「振動規制法」に基づく道路交通振動の要請限度 

「振動規制法」に基づく道路交通振動の要請限度は、表 5.3.2－7 に示すとお

りである。  
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表 5.3.2－7 道路交通振動に係る要請限度 

時 間 
区域の区分 

昼  間 
（8 時から 19 時） 

夜  間 
（19 時から 8 時） 

第一種区域 65dB 以下 60dB 以下 

第二種区域 70dB 以下 65dB 以下 

注 1：第一種区域：第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、第一

種・第二種住居地域､準住居地域､その他の地域 

第二種区域：近隣商業地域､商業地域､準工業地域､工業地域 

工業専用地域は除く。 

注 2：太枠は本事業の該当する区域の区分。 

 

「地域環境管理計画」に定められる振動の地域別環境保全水準 

「地域環境管理計画」に定められる振動の地域別環境保全水準及び具体的数値

等は、表 5.3.2－8 に示すとおりである。 

 

表 5.3.2－8 地域別環境保全水準及び具体的数値等 

対象振動 地域別環境保全水準 具体的数値等 

道路に係る振動 
生活環境の保全に支障のない

こと。 
道路の敷地境界線において表 5.3.2－7 のと

おりとする 

建設工事に係る振動 
生活環境の保全に支障のない

こと。 
敷地境界線上において表 5.3.2－6 のとおり

とする 

 

（２）環境保全目標 

環境保全目標は、「地域環境管理計画」の地域別環境保全水準に基づき、表 5.3.2－9 に

示すとおり設定した。 

 

表 5.3.2－9 環境保全目標 

項 目 環境保全目標 具体的数値等 

工
事
中 

建設機械の稼働 
に伴う振動 

生活環境の保全に支障のないこと。 

75dB 以下 
注：夜間工事については、同表注 1 に示

す適用除外作業となるが、同様の基準で

評価した。 

（表 5.3.2－6 参照） 

工事用車両の走行 
に伴う振動 

生活環境の保全に支障のないこと。 

No.1,7,8   ：昼間：65dB 以下 
          夜間：60dB 以下 
No.4      ：昼間：70dB 以下 
          夜間：65dB 以下 
（表 5.3.2－7 参照） 

供
用
時 

施設関連車両の走行 
に伴う振動 

生活環境の保全に支障のないこと。 

No.1,2,3,6,  ：昼間：65dB 以下 
     7,8,9   夜間：60dB 以下 
No.4,5     ：昼間：70dB 以下 
           夜間：65dB 以下 
（表 5.3.2－7 参照） 
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（３）予測、環境保全のための措置及び評価 

ア 建設機械の稼働に伴う建設作業振動 

予 測 

予測項目 

予測項目は、建設機械の稼働に伴う建設作業振動とした。 

予測方法等 

（a）予測地域・予測地点 

予測地域は、計画地周辺とし、計画地境界から 100m 程度の範囲とした。 

（b）予測時期 

施工計画（第 1 章 2 (14) 「施工計画」（78 ページ））より、駅前街区と北街区

で段階的に工事を行うこと、また、夜間工事が行われることから、表 5.3.2－10 に

示すとおり予測時期を設定した。なお、予測時期の設定根拠は、資料編（資－290

ページ）に示すとおりである。 

駅前街区及び北街区の解体工事、建設工事及び夜間工事における建設機械の稼

働に伴う振動レベルが最大となる工事開始後 1～5 ヶ月目（駅前街区夜間工事）、

7～11 ヶ月目（駅前街区解体工事）、15～17 ヶ月目（駅前街区建設工事）、60～61

ヶ月目（北街区解体工事）、63、67～69 ヶ月目（北街区建設工事）及び 98 ヶ月目

（北街区夜間工事）とした。 

 

表 5.3.2－10 予測時期 

予測時期 工事箇所 備 考 

工事開始後 1～5 ヶ月目 駅前街区 夜間工事（駅前街区道路整備等工事）が実施される時期 

工事開始後 7～11 ヶ月目 駅前街区 解体工事が実施される時期 

工事開始後 15～17 ヶ月目 駅前街区 建設工事が実施される時期 

工事開始後 60～61 ヶ月目 北街区 解体工事が実施される時期 

工事開始後 63、67～69 ヶ月目 北街区 建設工事が実施される時期 

工事開始後 98 ヶ月目 北街区 夜間工事（計画地北側道路整備工事）が実施される時期 

 

（c）予測条件・予測方法 

予測条件 

ⅰ 建設機械の稼働台数・配置 

工事期間中で建設機械の稼働による振動レベルが最大となる日の建設機械

稼働台数は、表 5.3.2－11(1)～(3)及び表 5.3.2－12(1)～(3)に、建設機械配置は

図 5.3.2－1(1)～(3)及び図 5.3.2－2(1)～(3)に示すとおりである。 
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表 5.3.2－11(1) 建設機械台数（1～5 ヶ月目・駅前街区夜間工事） 

工区 建設機械 規 格 稼働台数（台） 

駅前街区 

バックホー（建設用） 1.4m3 2 

ブルドーザー 30t 1 

タイヤローラー 13t 1 

発電機 37kVA 1 

 

表 5.3.2－11(2) 建設機械台数（7～11 ヶ月目・駅前街区解体工事） 

工区 建設機械 規 格 稼働台数（台） 

駅前街区 

バックホー（解体用） 0.8～1.9m3 8 

オーガー削孔機 ラフタークレーン 25t 6 

ベントナイトミキサー 750ℓ（350ℓ×2） 6 

バックホー（建設用） 1.4m3 6 

発電機 37kVA 6 

 

表 5.3.2－11(3) 建設機械台数（15～17 ヶ月目・駅前街区建設工事） 

工区 建設機械 規 格 稼働台数（台） 

駅前街区 

オーガー削孔機 ラフタークレーン 25t 7 

ベントナイトミキサー 750ℓ（350ℓ×2） 7 

バックホー（建設用） 1.4m3 9 

クラムシェル 1.3m3 5 

発電機 37kVA 4 

 

表 5.3.2－12(1) 建設機械台数（60～61 ヶ月目・北街区解体工事） 

工区 建設機械 規 格 稼働台数（台） 

北街区 バックホー（解体用） 0.8～1.9m3 8 

 

表 5.3.2－12(2) 建設機械台数（63、67～69 ヶ月目・北街区建設工事） 

工区 建設機械 規 格 稼働台数（台） 

北街区 

オーガー削孔機 ラフタークレーン 25t 3 

ベントナイトミキサー 750ℓ（350ℓ×2） 3 

バックホー（建設用） 1.4m3 4 

クラムシェル 1.3m3 2 

発電機 37kVA 2 

 

表 5.3.2－12(3) 建設機械台数（98 ヶ月目・北街区夜間工事） 

工区 建設機械 規 格 稼働台数（台） 

北街区 

バックホー（建設用） 1.4m3 1 

ブルドーザー 30t 1 

タイヤローラー 13t 1 

発電機 37kVA 1 
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図 5.3.2－1(1) 建設機械の位置（1～5 ヶ月目・駅前街区夜間工事） 
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図 5.3.2－1(2) 建設機械の位置（7～11 ヶ月目・駅前街区解体工事） 
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図 5.3.2－1(3) 建設機械の位置（15～17 ヶ月目・駅前街区建設工事） 

 

  



 441

 

図 5.3.2－2(1) 建設機械の位置（60～61 ヶ月目・北街区解体工事） 
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図 5.3.2－2(2) 建設機械の位置（67～69 ヶ月目・北街区建設工事） 
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図 5.3.2－2(3) 建設機械の位置（98 ヶ月目・北街区夜間工事） 
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ⅱ 建設機械の振動レベル 

各建設機械から発生する振動レベルは、表 5.3.2－13 に示すとおりである。 

 

表 5.3.2－13 建設機械の振動レベル 

建設機械 規 格 
振動レベル 

(dB) 
基準距離 

(m) 
出典 

バックホー（解体用） 0.8～1.9m3 53 7 1 

オーガー削孔機 ラフタークレーン 25t 65 7 2 

ベントナイトミキサー 750ℓ（350ℓ×2） 58 7 1 

バックホー（建設用） 1.4m3 60 7 1 

クラムシェル 1.3m3 53 7 1 

ブルドーザー 30t 64 7 3 

タイヤローラー 13t 55 7 1 

発電機 37kVA 68 7 2 

出典 1：「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック 第 3 版」（平成 13 年 2 月、一般社団法人 日本建設機械施工協会） 

出典 2：「建設作業振動対策マニュアル」（平成 6 年 4 月、一般社団法人 日本建設機械施工協会） 

出典 3：「建設工事に伴う騒音・振動の分析結果」（平成 22 年度 東京都土木技術支援・人材育成センター年報） 

 

予測方法 

ⅰ 予測手順 

予測手順は、図 5.3.2－3 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.2－3 建設機械の稼働に伴う建設作業振動の予測手順 

 

施工計画 

予測時期の設定 

建設機械の稼働条件設定 

・種類、規格 

・台数、配置 

建設機械の 

振動レベル 予測範囲の設定 

予測計算 

各振動源別の振動レベルの合成 

建設機械の稼働に伴う振動レベル 

地盤の内部減衰 
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ⅱ 予測式 

予測式は、各振動源からの振動レベルを「道路環境影響評価の技術手法（平

成 24 年度版）」（平成 25 年 3 月、国土交通省 国土技術政策総合研究所、独立

行政法人 土木研究所）に示されている理論伝搬式を用いて算出し、これを合成

した。 

なお、詳細は、資料編（資－292 ページ）に示すとおりである。 

 

予測結果 

建設機械の稼働に伴う建設作業振動の予測結果は、表 5.3.2－14 及び図 5.3.2－

4(1)～(6)に示すとおりである。 

計画地境界における最大値は、工事開始後 63、67～69 ヶ月目（北街区建設工

事）の計画地東側境界において 65dB となり、環境保全目標（75dB 以下）を満足

すると予測する。 

 

表 5.3.2－14 建設機械の稼働に伴う建設作業振動の予測結果 
単位：dB 

予測時期 工種 計画地境界における最大値 環境保全目標 

1～5 ヶ月目 駅前街区夜間工事 55 

75 以下 

7～11 ヶ月目 駅前街区解体工事 62 

15～17 ヶ月目 駅前街区建設工事 63 

60～61 ヶ月目 北街区解体工事 55 

63、67～69 ヶ月目 北街区建設工事 65* 

98 ヶ月目 北街区夜間工事 58 

*：最大値を示す。  
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図 5.3.2－4(1) 建設機械の稼働に伴う振動の予測結果(1～5 ヶ月目・駅前街区夜間工事) 
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図 5.3.2－4(2) 建設機械の稼働に伴う振動の予測結果(7～11 ヶ月目・駅前街区解体工事) 
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図 5.3.2－4(3) 建設機械の稼働に伴う振動の予測結果(15～17 ヶ月目・駅前街区建設工事) 
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図 5.3.2－4(4) 建設機械の稼働に伴う振動の予測結果(60～61 ヶ月目・北街区解体工事) 
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図 5.3.2－4(5) 建設機械の稼働に伴う振動の予測結果(67～69 ヶ月目・北街区建設工事) 
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図 5.3.2－4(6) 建設機械の稼働に伴う振動の予測結果(98 ヶ月目・北街区夜間工事) 
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環境保全のための措置 

本事業の工事においては、建設機械の稼働に伴う振動への影響の低減を図るために、

施工会社への指示により、次のような措置を講ずる。 

・可能な限り低振動工法を検討し、採用する。 

・工事中は建設機械に無理な負荷をかけないようにする。 

・建設機械の整備・点検を徹底する。 

・建設機械の移動等で発生する瞬間的な強い振動を低減させるため、移動時は最徐

行するとともに、段差箇所等は可能な限りなくすよう努める。 

・段差箇所等で発生する振動を低減させるため、作業員に対する技術教育・環境保

全の周知を徹底する。 

・工事に伴う振動の状況を把握及び近隣へ周知するため、騒音・振動計を設置する。 

評 価 

建設機械の稼働に伴う振動レベルの最大値は、工事開始後 63、67～69 ヶ月（北街

区建設工事）の計画地東側境界において 65dB となり、環境保全目標（75dB 以下）を

満足すると予測する。 

工事の実施にあたっては、可能な限り低振動工法を検討し、採用するなどの環境保

全のための措置を講ずる。 

以上のことから、計画地周辺地域の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 
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イ 工事用車両の走行に伴う道路交通振動 

予 測 

予測項目 

予測項目は、工事用車両の走行に伴う道路交通振動とした。 
予測方法等 

（a）予測地域・予測地点 

予測地点は、第 5 章 3.1(1)イ(ア)「騒音の状況」図 5.3.1－6（401 ページ）に示

す工事用車両の走行ルート上の 5 地点（No.1、4、5’、7、8）とし、道路端から

50m 程度の範囲とした。 
なお、No.5’地点は計画地内の地点ではあるが、市道鷺沼 36 号線には、工事用

車両出入口があり、工事用車両による影響が考えられるため、予測地点として選

定した。 
（b）予測時期 

予測時期は、第 1 章 4 (14) ア「工事概要」表 1－14 (1)（78 ページ）に示す工

事用車両（大型車）の走行台数が最大となる工事開始後 19～21 ヶ月目（昼間）

及び 63 ヶ月目（夜間）とした。 
なお、No.1、5’地点は、夜間工事における工事用車両は走行しないが、工事開

始後 48 ヵ月目において夜間の時間帯（19～8 時）における通勤車両の走行台数が

最大となるため、工事開始後 48 ヵ月目の夜間を予測時期とした。 
（c）予測条件・予測方法 

予測条件 

ⅰ 工事中交通量 

予測地点における 19～21 ヶ月目の工事中交通量は表 5.3.2－15(1)・(2)に、

63 ヶ月目の工事中交通量は表 5.3.2－16 に示すとおり、将来基礎交通量に工事

用車両交通量を加えて算出した。 
予測地点における将来基礎交通量は、第 5 章 2.1(3)イ「工事用車両の走行に

伴う大気質濃度」（322 ページ）と同様とした。 
工事用車両交通量は、第 1 章 4 (14) ア「工事概要」表 1－14 (1)（78 ページ）

より、昼間及び夜間の工事用車両（大型車）が最も多い月のピーク日台数とし

た。ピーク日台数は、昼間（8～19 時）は、昼間工事の工事用車両（大型車）

の走行台数が最大となる工事開始後 19～21 ヶ月目の台数、338 台/日・片道（大

型車 298 台/日・片道、小型車 40 台/日・片道）とした。また、夜間（19～8 時）

の No.4、7、8 地点においては、夜間工事の工事用車両（大型車）の走行台数

が最大となる工事開始後 54～64 ヶ月目のうち、昼間工事の工事用車両台数も

含めて、1 日あたりの車両台数が最大となる 63 ヶ月目の台数、122 台/日・片

道（大型車 102 台/日・片道、小型車 20 台/日・片道）とし、No.1、5’地点にお

いては、工事開始後 48 ヵ月目の台数、200 台/日・片道（大型車 126 台/日・片

道、小型車 74 台/日・片道）とした。 
なお、工事開始後 63 ヶ月目においては駅前街区の供用が開始されているた

め、駅前街区における施設関連車両交通量 1,376 台/日・片道（大型車 69 台/日・

片道、小型車 1,307 台/日・片道）を加えて予測した。 
予測時期における工事用車両の走行ルート及び予測地点における台数配分

比は資料編（資－159、資－232、資－294 ページ）に、工事中交通量の詳細は

資料編（資－160、資－234、資－295 ページ）に示すとおりである。 
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ⅱ 走行速度 

予測地点における現況車両走行速度を現地調査にて確認した結果、走行速度

にばらつきがあることから予測に用いる走行速度は規制速度 40km/h とした。 

ⅲ 道路断面等 

道路断面及び予測基準点並びに予測地点は、図 5.3.2－5 に示すとおりである。 

なお、予測基準点の位置は、最外側車線中心より 5m の地点とし、予測地点

の位置は、道路境界の路面上とした。 

なお、予測地点 No.5’地点の道路断面は、隣接する歩行者交通量調査地点 No.8

の道路断面とした（資料編 資－165 ページ）。 

ⅳ 道路状況 

道路状況は、第 5 章 3.1(3)イ(ア) b (c) ① ⅳ「道路状況」表 5.3.1－16（404

ページ）に示すとおりである。  
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表 5.3.2－15(1) 工事中交通量（昼間、19～21 ヶ月目） 
単位：台/11h 

No. 車種 将来基礎交通量① 工事用車両② 工事中交通量①＋② 

1 

大型車 433 45 478 

小型車 4,204 0 4,204 

合計 4,637 45 4,682 

4 

大型車 851 552 1,403 

小型車 6,598 0 6,598 

合計 7,449 552 8,001 

5’ 

大型車 271 418 689 

小型車 4,571 0 4,571 

合計 4,842 418 5,260 

7 

大型車 796 271 1,067 

小型車 6,418 0 6,418 

合計 7,214 271 7,485 

8 

大型車 134 281 415 

小型車 1,662 0 1,662 

合計 1,796 281 2,077 

注 1：交通量は、昼間（8～19 時）の 11 時間交通量を示す。 

注 2：No.5’地点の将来基礎交通量は、No.4 交差点 D 断面の将来基礎交通量とした（資料編 資－37 ペ

ージ）。 

 
表 5.3.2－15(2) 工事中交通量（夜間、48 ヶ月目） 

単位：台/13h 

No. 車種 将来基礎交通量① 工事用車両② 工事中交通量①＋② 

1 

大型車 146 0 146 

小型車 2,233 11 2,244 

合計 2,379 11 2,390 

5’ 

大型車 128 0 128 

小型車 2,252 104 2,356 

合計 2,380 104 2,484 

注 1：交通量は、夜間（19～8 時）の 13 時間交通量を示す。 

注 2：No.5’地点の将来基礎交通量は、No.4 交差点 D 断面の将来基礎交通量とした（資料編 資－37 ペ

ージ）。 

 

表 5.3.2－16 工事中交通量（夜間、63 ヶ月目） 
単位：台/13h 

No. 車種 
将来基礎交通量 

① 

駅前街区 
施設関連車両 

② 

工事用車両 
③ 

工事中交通量 
①＋②+③ 

4 

大型車 439 7 12 458 

小型車 3,415 145 30 3,590 

合計 3,854 152 42 4,048 

7 

大型車 375 2 6 383 

小型車 3,298 88 14 3,400 

合計 3,673 90 20 3,783 

8 

大型車 55 5 6 66 

小型車 603 76 16 695 

合計 658 81 22 761 

注：交通量は、夜間（19～8 時）の 13 時間交通量を示す。  
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No.1 

 

 

 

 
●：基準点 ◎：予測地点 

 

 

No.4 

 

 

 

 
●：基準点 ◎：予測地点 

 

 

 

No.5’ 

 

 

 

 
●：基準点 ◎：予測地点 

 

 

No.7 

 

 

 

 
●：基準点 ◎：予測地点 

 

 

 

No.8 

 

 

 

 
●：基準点 ◎：予測地点 

図 5.3.2－5 予測地点道路断面図  
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予測方法 

ⅰ 予測手順 

予測手順は、図 5.3.2－6 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.2－6 工事用車両の走行に伴う道路交通振動の予測手順 

 

ⅱ 予測式 

予測式は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年 3

月、国土交通省 国土技術政策総合研究所、独立行政法人 土木研究所）に示さ

れている予測式を用いた。 

なお、詳細は、資料編（資－293 ページ）に示すとおりである。 

また、予測式の適合条件と予測地点の予測条件が必ず一致しているとはいえ

ないため、前述の予測式によって求められた計算値について、現地調査の実測

値をもとに補正を行った。補正値の算出方法は、現地調査による道路交通振動

の実測値と、調査時における交通量を用いた計算値を比較し、1 時間ごとに両

者の差を求め、時間ごとの補正値とした。 

なお、予測地点 No.5’地点の補正値は、No.5 地点の振動現地調査結果、隣接

する No.4 交差点 D 断面の流入、流出交通量の合計及び隣接する歩行者交通量

調査地点 No.8 の道路断面をもとに補正を行った。 

各地点の予測補正値及び No.5’地点における補正値設定の詳細については、

資料編（資－297 ページ）に示すとおりである。  

施工計画 

予測時期の設定 

工事用車両台数 

将来基礎交通量 

道路条件 

予測計算 

工事用車両の走行に伴う振動レベル 

工事中交通量 

・地面の平坦性による補正 

・地盤卓越振動数等による補正 

・車種別発生源振動レベル 

基準点及び 

予測地点位置 

実測値との差の補正 
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予測結果 

工事用車両の走行に伴う道路交通振動の予測結果は、表 5.3.2－17(1)～(3)に示

すとおりである。 

昼間における工事中交通量による振動レベル（工事開始後 19～21 ヶ月目）は 40

～51dB、工事用車両による増加量の最大は No.8 地点の東側で 6.1dB と予測し、環

境保全目標（昼間：65dB または 70dB 以下）を満足すると予測する。 

夜間における工事中交通量による振動レベル（No.1、5’地点：工事開始後 48 ヶ月

目、No.4、7、8 地点：工事開始後 63 ヵ月目）は 39～50dB、工事用車両による増

加量の最大は No.5’地点の両側で 0.4dB と予測し、環境保全目標（夜間：60dB また

は 65dB 以下）を満足すると予測する。 

なお、詳細は、資料編（資－299 ページ）に示すとおりである。 

 

表 5.3.2－17(1) 工事用車両の走行に伴う道路交通振動の予測結果（昼間、19～21 ヶ月目） 
単位：dB 

No. 方向 
時間 
区分 

時間帯 
将来基礎交通量 

による振動レベル 
工事中交通量 

による振動レベル 
工事用車両 

による増加分 
環境保 
全目標 

1 
西側 

昼間 

14 時台 40 （39.9） 40 （40.1） 0.2 
65 

東側 14 時台 40 （39.7） 40 （40.0） 0.3 

4 
西側 8 時台 46 （45.6） 47 （46.7） 1.1 

70 
東側 8 時台 46 （45.5） 47 （46.6） 1.1 

5’ 
南側 11 時台 42 （42.4） 44 （44.4） 2.0 

70 
北側 11 時台 42 （42.3） 44 （44.3） 2.0 

7 
西側 8 時台 50 （49.8） 50 （50.4） 0.6 

65 
東側 8 時台 50 （49.8） 50 （50.4） 0.6 

8 
東側 14 時台 45 （44.8） 51 （50.9） 6.1 

65 
西側 14 時台 44 （44.0） 49 （49.3） 5.3 

注 1：昼間：8～19 時 

注 2：予測値は、各時間区分の最大値 

注 3：（ ）内の数値は、小数点第 1 位までの予測値を示す。 

 

表 5.3.2－17(2) 工事用車両の走行に伴う道路交通振動の予測結果（夜間、48 ヶ月目） 
単位：dB 

No. 方向 
時間 
区分 

時間帯 
将来基礎交通量 

による振動レベル 
工事中交通量 

による振動レベル 
工事用車両 

による増加分 
環境保 
全目標 

1 
西側 

夜間 

7 時台 39 （38.6） 39 （38.6） 0.0 
60 

東側 7 時台 39 （38.5） 39 （38.5） 0.0 

5’ 
南側 7 時台 42 （41.7） 42 （42.1） 0.4 

65 
北側 7 時台 42 （41.7） 42 （42.0） 0.3 

注 1：夜間：19～8 時 

注 2：予測値は、各時間区分の最大値 

注 3：（ ）内の数値は、小数点第 1 位までの予測値を示す。  
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表 5.3.2－17(3) 工事用車両の走行に伴う道路交通振動の予測結果（夜間、63 ヶ月目） 
単位：dB 

No. 方向 
時間 
区分 

時間帯 

将来基礎交通量

（駅前街区施設関

連車両を含む）に

よる 
振動レベル 

①＋② 

 
工事中交通量 

による 
振動レベル 

 
①＋②＋③ 

工事用車両 
による増加分 

環境保 
全目標 

4 
西側 

夜間 

7 時台 45 （45.4） 45 （45.4） 0.0 
65 

東側 7 時台 45 （45.3） 45 （45.3） 0.0 

7 
西側 7 時台 50 （50.1） 50 （50.1） 0.0 

60 
東側 7 時台 50 （50.1） 50 （50.1） 0.0 

8 
東側 7 時台 45 （44.5） 45 （44.6） 0.1 

60 
西側 7 時台 43 （43.4） 44 （43.5） 0.1 

注 1：夜間：19～8 時 

注 2：予測値は、各時間区分の最大値 

注 3：丸数字は表 5.3.2－16（455 ページ）の交通量を意味する。 

注 3：（ ）内の数値は、小数点第 1 位までの予測値を示す。 

 

環境保全のための措置 

本事業の工事においては、工事用車両の走行に伴う振動への影響の低減を図るため

に、施工会社への指示により、次のような措置を講ずる。 

・工事用車両が特定の日または時間帯に集中しないよう、計画的な運行管理を徹底

する。 

・急発進、急加速を行わないなど、エコドライブの実施を徹底する。 

・工事用車両の整備・点検を徹底する。 

評 価 

昼間における工事中交通量による振動レベル（工事開始後 19～21 ヶ月目）は 40～

51dB となり、環境保全目標（昼間：65dB または 70dB 以下）を満足すると予測する。 

夜間における工事中交通量による振動レベル（No.1、5’地点：工事開始後 48 ヶ月

目、No.4、7、8 地点：工事開始後 63 ヵ月目）は 39～50dB となり、環境保全目標（夜

間：60dB または 65dB 以下）を満足すると予測する。 

工事の実施にあたっては、工事用車両が特定の日または時間帯に集中し、路上に待

機することがないよう、計画的な運行管理を徹底するなどの環境保全のための措置を

講ずる。 

以上のことから、沿道の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 
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ウ 施設関連車両の走行に伴う道路交通振動 

予 測 

予測項目 

予測項目は、施設関連車両の走行に伴う道路交通振動とした。 

予測方法等 

（a）予測地域・予測地点 

予測地点は、第 5 章 3.1(1)イ(ア)「騒音の状況」図 5.3.1－1（374 ページ）に

示す施設関連車両の走行ルート上の 9 地点（No.1～9）とし、予測地域は道路端

から 50m 程度の範囲とした。 

なお、施設関連車両の走行ルートは、第 5 章 2 2.1(3)ウ「施設関連車両の走行

に伴う大気質濃度」図 5.2.1－18(1)～(3)（333 ページ）に示すとおりである。 

（b）予測時期 

予測時期は、供用時の事業活動等が定常状態となる令和 15 年の平日及び休日

とした。 

（c）予測条件・予測方法 

予測条件 

ⅰ 供用時交通量 

予測地点における供用時交通量は、表 5.3.2－18(1)・(2)及び表 5.3.2－19(1)・

(2)に示すとおり、将来基礎交通量に施設関連車両を加えて算出した。 

予測地点における将来基礎交通量は、第 5 章 2 2.1 (3)イ「工事用車両の走行

に伴う大気質濃度」（323 ページ）と同様とした。 

施設関連車両交通量は、第 1 章 4 (5)イ「商業施設計画」表 1－6(2)（37 ペー

ジ）、第 1 章 4 (5)ウ「公共施設計画」表 1－7(2)（39 ページ）及び第 1 章 4 (5)

エ「住戸計画」表 1－8(2)（41 ページ）に示すとおりである。また、方向配分

は、第 5 章 2 2.1(3)ウ「施設関連車両の走行に伴う大気質濃度」（332 ページ）

に示すとおりである。 

なお、供用時交通量の詳細は、資料編（資－177 ページ）に示すとおりであ

る。 
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表 5.3.2－18(1) 供用時交通量（平日、昼間）  単位：台/11h      

No. 車 種 将来基礎交通量① 施設関連車両② 供用時交通量①＋② 

1 
大型車 433 36 469 
小型車 4,204 630 4,834 
合 計 4,637 666 5,303 

2 
大型車 113 13 126 
小型車 2,428 258 2,686 
合 計 2,541 271 2,812 

3 
大型車 392 10 402 
小型車 3,946 212 4,158 
合 計 4,338 222 4,560 

4 
大型車 851 56 907 
小型車 6,598 1,026 7,624 
合 計 7,449 1,082 8,531 

5 
大型車 284 58 342 
小型車 3,952 1,100 5,052 
合 計 4,236 1,158 5,394 

6 
大型車 326 20 346 
小型車 5,334 394 5,728 
合 計 5,660 414 6,074 

7 
大型車 796 31 827 
小型車 6,418 579 6,997 
合 計 7,214 610 7,824 

8 
大型車 134 27 161 
小型車 1,662 514 2,176 
合 計 1,796 541 2,337 

9 
大型車 248 44 292 
小型車 5,251 843 6,094 
合 計 5,499 887 6,386 

注：交通量は、昼間（8～19 時）の 11 時間交通量を示す。 

表 5.3.2－18(2) 供用時交通量（平日、夜間）  単位：台/13h      

No. 車 種 将来基礎交通量① 施設関連車両② 供用時交通量①＋② 

1 
大型車 146 8 154 
小型車 2,233 162 2,395 
合 計 2,379 170 2,549 

2 
大型車 47 2 49 
小型車 1,344 61 1,405 
合 計 1,391 63 1,454 

3 
大型車 218 0 218 
小型車 1,998 50 2,048 
合 計 2,216 50 2,266 

4 
大型車 439 13 452 
小型車 3,415 252 3,667 
合 計 3,854 265 4,119 

5 
大型車 134 11 145 
小型車 1,669 254 1,923 
合 計 1,803 265 2,068 

6 
大型車 161 2 163 
小型車 2,332 90 2,422 
合 計 2,493 92 2,585 

7 
大型車 375 6 381 
小型車 3,298 141 3,439 
合 計 3,673 147 3,820 

8 
大型車 55 7 62 
小型車 603 124 727 
合 計 658 131 789 

9 
大型車 84 9 93 
小型車 2,493 193 2,686 
合 計 2,577 202 2,779 

注：交通量は、夜間（19～8 時）の 13 時間交通量を示す。  
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表 5.3.2－19(1) 供用時交通量（休日、昼間）  単位：台/11h      

No. 車 種 将来基礎交通量① 施設関連車両② 供用時交通量①＋② 

1 
大型車 238 34 272 
小型車 4,930 608 5,538 
合 計 5,168 642 5,810 

2 
大型車 58 16 74 
小型車 3,223 292 3,515 
合 計 3,281 308 3,589 

3 
大型車 200 10 210 
小型車 4,407 202 4,609 
合 計 4,607 212 4,819 

4 
大型車 481 46 527 
小型車 7,178 882 8,060 
合 計 7,659 928 8,587 

5 
大型車 142 63 205 
小型車 4,570 1,217 5,787 
合 計 4,712 1,280 5,992 

6 
大型車 117 20 137 
小型車 5,899 382 6,281 
合 計 6,016 402 6,418 

7 
大型車 455 27 482 
小型車 7,197 511 7,708 
合 計 7,652 538 8,190 

8 
大型車 66 25 91 
小型車 2,011 465 2,476 
合 計 2,077 490 2,567 

9 
大型車 92 46 138 
小型車 5,732 926 6,658 
合 計 5,824 972 6,796 

注：交通量は、昼間（8～19 時）の 11 時間交通量を示す。 

表 5.3.2－19(2) 供用時交通量（休日、夜間）  単位：台/13h      

No. 車 種 将来基礎交通量① 施設関連車両② 供用時交通量①＋② 

1 
大型車 108 4 112 
小型車 1,713 148 1,861 
合 計 1,821 152 1,973 

2 
大型車 34 2 36 
小型車 967 67 1,034 
合 計 1,001 69 1,070 

3 
大型車 125 0 125 
小型車 1,435 44 1,479 
合 計 1,560 44 1,604 

4 
大型車 242 9 251 
小型車 2,732 213 2,945 
合 計 2,974 222 3,196 

5 
大型車 101 13 114 
小型車 1,308 268 1,576 
合 計 1,409 281 1,690 

6 
大型車 82 2 84 
小型車 1,638 82 1,720 
合 計 1,720 84 1,804 

7 
大型車 205 5 210 
小型車 2,551 120 2,671 
合 計 2,756 125 2,881 

8 
大型車 46 6 52 
小型車 407 110 517 
合 計 453 116 569 

9 
大型車 71 9 80 
小型車 1,784 203 1,987 
合 計 1,855 212 2,067 

注：交通量は、夜間（19～8 時）の 13 時間交通量を示す。  
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ⅱ 走行速度 

予測地点における現況車両走行速度を現地調査にて確認した結果、走行速度

にばらつきがあることから予測に用いる走行速度は規制速度とし、No.1、3、4、

5、6、7、8 地点は 40km/h、No.2、9 地点は 30km/h とした。 
ⅲ 道路断面等 

道路断面及び基準点並びに予測地点は、No.1、4、7、8 地点については図 5.3.2

－5（456 ページ）に示したとおりである。No.2、3、5、6、9 地点については

図 5.3.2－7 に示すとおりであり、予測基準点の位置は、最外側車線中心より 5m

の地点とし、予測地点の位置は、道路境界の路面上とした。 

ⅳ 道路状況 

道路状況は、第 5 章 3.1 (3) イ (ア) b (c) ① ⅳ「道路状況」表 5.3.1－16（404

ページ）及び第 5 章 3.1 (3) ウ (ア) b (c) ① ⅳ「道路状況」表 5.3.1－20（413

ページ）に示すとおりである。 
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No.2 

 

 

 

 
●：基準点 ◎：予測地点 

 

 

No.3 

 

 

  

 
●：基準点 ◎：予測地点 

 

 

 

No.5 

 

 

 

 
●：基準点 ◎：予測地点 

 

 

 

No.6 

 

 

 
 

●：基準点 ◎：予測地点 

 

 

 

No.9 

 

 

 
●：基準点 ◎：予測地点 

図 5.3.2－7 予測地点道路断面図  



 465

予測方法 

ⅰ 予測手順 

予測手順は、図 5.3.2－8 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.2－8 施設関連車両の走行に伴う道路交通振動の予測手順 

 

ⅱ 予測式 

予測式は、「道路環境影響評価の技術手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年 3

月、国土交通省 国土技術政策総合研究所、独立行政法人 土木研究所）に示さ

れている予測式を用いた。なお、詳細は、資料編（資－293 ページ）に示すと

おりである。 

予測結果の補正値については、工事用車両の走行に伴う道路交通振動（457

ページ）と同様とした。 

各地点の予測補正値の結果については、資料編（資－297 ページ）に示すと

おりである。 

  

施工計画 

予測時期の設定 

施設関連車両台数 

将来基礎交通量 

道路条件 

予測計算 

施設関連車両の走行に伴う振動レベル 

供用時交通量 
基準点及び 

予測地点位置 

実測値との差の補正 

・地面の平坦性による補正 

・地盤卓越振動数等による補正 

・車種別発生源振動レベル 
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予測結果 

施設関連車両の走行に伴う道路交通振動の予測結果は、表 5.3.2－20 及び表 5.3.2

－21 に示すとおりである。 

なお、詳細は、資料編（資－315 ページ）に示すとおりである。 

（a）平 日 

昼間における供用時交通量による振動レベルは、40～50dB となり、環境保全

目標（昼間：65dB または 70dB 以下、夜間：60dB または 65dB 以下）を満足す

ると予測する。また、将来基礎交通量に対する施設関連交通量の振動レベルの増

加量の最大は、No.8 地点東側で 3.2dB と予測する。 

夜間における供用時交通量による振動レベルは、39～50dB となり、環境保全

目標（昼間：65dB または 70dB 以下、夜間：60dB または 65dB 以下）を満足す

ると予測する。また、将来基礎交通量に対する施設関連交通量の振動レベルの増

加量の最大は、No.8 地点東側で 1.3dB と予測する。 

 

（b）休 日 

昼間における供用時交通量による振動レベルは、37～48dB となり、環境保全

目標（昼間：65dB または 70dB 以下、夜間：60dB または 65dB 以下）を満足す

ると予測する。また、将来基礎交通量に対する施設関連交通量の振動レベルの増

加量の最大は、No.8 地点東側で 2.7dB と予測する。 

夜間における供用時交通量による振動レベルは、36～46dB となり、環境保全

目標（昼間：65dB または 70dB 以下、夜間：60dB または 65dB 以下）を満足す

ると予測する。また、将来基礎交通量に対する施設関連交通量の振動レベルの増

加量の最大は、No.8 地点東側で 2.3dB と予測する。 
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表 5.3.2－20 施設関連車両の走行に伴う道路交通振動の予測結果（平日） 
単位：dB 

No. 方向 
時間 
区分 

時間帯 
将来基礎交通量 

による振動レベル 
供用時交通量 

による振動レベル 
施設関連車両 
による増加分 

環境保 
全目標 

1 
西側 

昼間 14 時台 40 （39.9） 41 （40.5） 0.6 65 
夜間 7 時台 39 （38.6） 39 （39.1） 0.5 60 

東側 
昼間 14 時台 40 （39.7） 40 （40.3） 0.6 65 
夜間 7 時台 39 （38.5） 39 （38.9） 0.4 60 

2 
東側 

昼間 8 時台 40 （40.3） 41 （40.5） 0.2 65 
夜間 7 時台 40 （39.9） 40 （40.2） 0.3 60 

西側 
昼間 8 時台 40 （40.3） 41 （40.5） 0.2 65 
夜間 7 時台 40 （39.9） 40 （40.2） 0.3 60 

3 
北側 

昼間 8 時台 40 （39.7） 40 （39.8） 0.1 65 
夜間 7 時台 40 （40.3） 40 （40.4） 0.1 60 

南側 
昼間 8 時台 40 （39.8） 40 （39.9） 0.1 65 
夜間 7 時台 40 （40.4） 41 （40.5） 0.1 60 

4 
西側 

昼間 8 時台 46 （45.6） 46 （45.8） 0.2 70 
夜間 7 時台 45 （45.3） 46 （45.6） 0.3 65 

東側 
昼間 8 時台 46 （45.5） 46 （45.8） 0.3 70 
夜間 7 時台 45 （45.2） 46 （45.5） 0.3 65 

5 
南側 

昼間 11 時台 41 （41.2） 42 （42.0） 0.8 70 
夜間 7 時台 40 （40.2） 41 （41.1） 0.9 65 

北側 
昼間 11 時台 41 （41.2） 42 （42.0） 0.8 70 
夜間 7 時台 40 （40.2） 41 （41.1） 0.9 65 

6 
南側 

昼間 8 時台 45 （45.0） 45 （45.2） 0.2 65 
夜間 7 時台 44 （44.4） 45 （44.6） 0.2 60 

北側 
昼間 8 時台 45 （45.0） 45 （45.2） 0.2 65 
夜間 7 時台 44 （44.4） 45 （44.6） 0.2 60 

7 
西側 

昼間 8 時台 50 （49.8） 50 （49.9） 0.1 65 
夜間 7 時台 50 （50.1） 50 （50.2） 0.1 60 

東側 
昼間 8 時台 50 （49.8） 50 （49.9） 0.1 65 
夜間 7 時台 50 （50.1） 50 （50.2） 0.1 60 

8 
東側 

昼間 14 時台 45 （44.8） 48 （48.0） 3.2 65 
夜間 7 時台 44 （43.9） 45 （45.2） 1.3 60 

西側 
昼間 14 時台 44 （44.0） 47 （46.8） 2.8 65 
夜間 7 時台 43 （42.9） 44 （44.1） 1.2 60 

9 
東側 

昼間 11 時台 45 （44.8） 45 （45.4） 0.6 65 
夜間 7 時台 44 （44.3） 45 （44.9） 0.6 60 

西側 
昼間 11 時台 45 （44.8） 45 （45.4） 0.6 65 
夜間 7 時台 44 （44.3） 45 （44.9） 0.6 60 

注 1：昼間：8～19 時、夜間：19～8 時 

注 2：予測値は、各時間区分の最大値 

注 3：（ ）内の数値は、小数点第 1 位までの予測値を示す。 
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表 5.3.2－21 施設関連車両の走行に伴う道路交通振動の予測結果（休日） 
単位：dB 

No. 方向 
時間 
区分 

時間帯 
将来基礎交通量 

による振動レベル 
供用時交通量 

による振動レベル 
施設関連車両 
による増加分 

環境保 
全目標 

1 
西側 

昼間 16 時台 38 （37.7） 39 （38.7） 1.0 65 
夜間 7 時台 36 （35.8） 37 （36.5） 0.7 60 

東側 
昼間 16 時台 38 （37.6） 39 （38.6） 1.0 65 
夜間 7 時台 36 （35.7） 36 （36.4） 0.7 60 

2 
東側 

昼間 16 時台 39 （38.6） 40 （39.9） 1.3 65 
夜間 7 時台 38 （37.9） 39 （38.7） 0.8 60 

西側 
昼間 16 時台 39 （38.6） 40 （40.0） 1.4 65 
夜間 7 時台 38 （37.9） 39 （38.7） 0.8 60 

3 
北側 

昼間 11 時台 37 （37.3） 37 （37.4） 0.1 65 
夜間 19 時台 37 （36.6） 37 （36.8） 0.2 60 

南側 
昼間 11 時台 37 （37.4） 38 （37.5） 0.1 65 
夜間 19 時台 37 （36.7） 37 （36.9） 0.2 60 

4 
西側 

昼間 11 時台 42 （42.1） 43 （42.5） 0.4 70 
夜間 19 時台 40 （40.1） 41 （40.5） 0.4 65 

東側 
昼間 11 時台 42 （42.1） 42 （42.4） 0.3 70 
夜間 19 時台 40 （40.1） 40 （40.4） 0.3 65 

5 
南側 

昼間 16 時台 40 （40.0） 42 （42.1） 2.1 70 
夜間 7 時台 38 （37.5） 40 （39.6） 2.1 65 

北側 
昼間 16 時台 40 （40.0） 42 （42.1） 2.1 70 
夜間 7 時台 38 （37.5） 40 （39.6） 2.1 65 

6 
南側 

昼間 16 時台 43 （43.1） 44 （43.8） 0.7 65 
夜間 19 時台 41 （41.3） 42 （41.5） 0.2 60 

北側 
昼間 16 時台 43 （43.1） 44 （43.8） 0.7 65 
夜間 19 時台 41 （41.3） 42 （41.5） 0.2 60 

7 
西側 

昼間 11 時台 48 （47.8） 48 （48.0） 0.2 65 
夜間 7 時台 45 （45.4） 46 （45.7） 0.3 60 

東側 
昼間 11 時台 48 （47.8） 48 （48.0） 0.2 65 
夜間 7 時台 45 （45.4） 46 （45.7） 0.4 60 

8 
東側 

昼間 16 時台 44 （44.1） 47 （46.8） 2.7 65 
夜間 7 時台 41 （40.7） 43 （43.0） 2.3 60 

西側 
昼間 16 時台 43 （43.2） 46 （45.5） 2.3 65 
夜間 7 時台 40 （40.2） 42 （42.2） 2.0 60 

9 
東側 

昼間 13 時台 43 （43.2） 44 （44.4） 1.2 65 
夜間 7 時台 41 （41.0） 42 （42.3） 1.3 60 

西側 
昼間 13 時台 43 （43.2） 44 （44.4） 1.2 65 
夜間 7 時台 41 （41.0） 42 （42.3） 1.3 60 

注 1：昼間：8～19 時、夜間：19～8 時 

注 2：予測値は、各時間区分の最大値 

注 3：（ ）内の数値は、小数点第 1 位までの予測値を示す。 
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環境保全のための措置 

本事業の供用時においては、施設関連車両の走行に伴う振動への影響の低減を図

るために、次のような措置を講ずる。 

・施設関連車両（搬出入車両）に対し、急発進、急加速を行わないなど、エコド

ライブの実施を促す。 

・従業員等に対し、通勤には極力公共交通機関を利用するよう促す。 

・施設利用者に対し、ホームページ等で路線バスや電車等の公共交通機関の利用

を促す。 

評 価 

平日の昼間における供用時交通量による振動レベルは、40～50dB となり、環境保

全目標（昼間：65dB または 70dB 以下、夜間：60dB または 65dB 以下）を満足す

ると予測する。また、将来基礎交通量に対する施設関連交通量の振動レベルの増加量

の最大は、No.8 地点東側で 3.2dB と予測する。 

平日の夜間における供用時交通量による振動レベルは、39～50dB となり、環境保

全目標（昼間：65dB または 70dB 以下、夜間：60dB または 65dB 以下）を満足する

と予測する。また、将来基礎交通量に対する施設関連交通量の振動レベルの増加量の

最大は、No.8 地点東側で 1.3dB と予測する。 

休日の昼間における供用時交通量による振動レベルは、37～48dB となり、環境保

全目標（昼間：65dB または 70dB 以下、夜間：60dB または 65dB 以下）を満足す

ると予測する。また、将来基礎交通量に対する施設関連交通量の振動レベルの増加量

の最大は、No.8 地点東側で 2.7dB と予測する。 

休日の夜間における供用時交通量による振動レベルは、36～46dB となり、環境保

全目標（昼間：65dB または 70dB 以下、夜間：60dB または 65dB 以下）を満足する

と予測する。また、将来基礎交通量に対する施設関連交通量の振動レベルの増加量の

最大は、No.8 地点東側で 2.3dB と予測する。 

施設の供用にあたっては、施設関連車両（搬出入車両）に対し、急発進、急加速を

行わないなど、エコドライブの実施を促すなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、沿道の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 
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